
南
宋
の
四　　

黷
ﾉ
お
け
る
張
凌
と
呉
班

ー
ー
そ
の
勢
力
交
替
の
過
程
を
中
心
と
し
て
i
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博

後
臨
本
難
駿
総
総
糖
雛
鋤
轟
轟
嫉
蟻
溝
灘
蕪
雑
幽
臨
脚
総
藻
構
腰
騨
駐

　
使
の
権
勢
は
、
一
方
急
速
に
主
体
性
を
増
大
し
て
き
た
爾
宋
権
力
の
利
害
と
対
立
し
、
紹
興
三
年
か
ら
六
年
忌
の
間
に
解
消
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対

　
し
て
当
初
は
微
弱
な
宣
撫
処
概
使
の
一
外
郭
勢
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
武
将
呉
斡
は
ま
さ
し
く
右
の
期
間
に
勢
力
を
急
増
し
、
彼
の
残
時
た
る
紹
興
九
年
に
は

　
既
に
武
将
宣
撫
使
と
し
て
七
・
八
万
の
兵
力
と
歳
額
四
千
万
繕
の
財
計
と
を
左
右
す
る
不
抜
の
権
勢
を
誇
示
し
て
い
た
。
語
意
が
如
上
の
拾
頭
を
な
し
得
た

　
所
以
は
勿
論
天
才
的
な
軍
審
能
力
を
駆
使
し
て
四
川
を
金
軍
か
ら
防
衛
し
た
そ
の
実
績
が
認
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
が
、
然
も
彼
の
巨
大
な
兵
力
・
財
力

　
は
結
局
宣
撫
鴬
遷
使
の
そ
れ
を
基
本
的
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
す
れ
ば
南
緯
権
力
の
宣
撫
処
澱
使
対
策
も
又
そ
の
拾
頭
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
替
の
過
程
を
職
名
及
び
兵
力
・
財
力
の
三
者
に
つ
い
て
夫
々
考
察
し

　
　
　
　
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。
大
方
の
御
批
正
を
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
金
国
と
の
第
一
次
和
議
が
締
結
さ
れ
る
以
前
、
南
宋
の
四
川
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘

注
目
す
べ
き
二
つ
の
勢
力
が
存
在
し
た
。
そ
の
一
つ
は
宣
撫
処
置
使

張
淡
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
武
将
呉
劫
に
　
　
　
南
宋
の
建
国
期
、
川
幅
方
面
に
お
い
て
最
高
の
職
格
と
最
大
の
職

よ
つ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
然
も
此
の
期
間
前
者
の
勢
力
は
逐
　
　
権
と
を
付
与
さ
れ
た
顕
職
は
建
炎
三
年
五
月
、
現
職
の
知
枢
密
院
事

次
減
衰
し
て
後
者
の
勢
力
に
交
替
し
た
。
本
稿
は
専
ら
此
の
勢
力
交
　
　
を
以
て
張
渡
に
兼
帯
せ
ら
れ
た
宣
撫
処
置
使
で
あ
る
。
建
炎
以
来
蘂
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年
要
録
（
以
後
要
録
と
略
愁
）
噸
ハ
・
紹
興
三
年
九
月
壬
子
朔
の
条
に

　
初
。
張
単
為
宣
撫
処
羅
使
。
行
移
於
六
部
用
鼠
子
。
甲
m
…
六
部
則
用
申
状
。

　
至
急
吏
部
隊
。
「
宣
撫
使
非
見
任
執
政
官
煮
。
並
申
六
部
。
六
部
跳
鼠
牒
。
」

　
従
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
あ
る
如
く
六
部
に
対
し
て
す
ら
行
移
の
書
式
に
劉
子
の
使
用
が
許

さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
筒
い
職
格
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
書
聴
六
・

同
年
五
月
辛
一
条
に

　
罷
宜
撫
司
便
宜
鰍
陽
。
初
。
張
墨
取
受
勲
陵
台
命
。
讃
重
者
出
予
行
之
。

　
参
知
政
築
・
席
益
・
二
瀬
櫨
密
院
徐
傭
。
大
不
平
。
博
覧
為
借
。
及
是
凌
還

　
行
在
。
而
王
似
等
代
目
。
故
有
細
註
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

と
あ
る
如
く
敷
に
代
行
し
得
る
人
事
の
最
高
権
、
即
ち
便
宜
三
冠
の

大
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
強
大
な
職
権
の
存
在
を
示
す
も

の
に
他
な
ら
な
い
が
、
更
に
要
録
毒
ご
建
炎
三
年
五
月
戊
寅
朔
の
条

に　
詔
。
知
黒
蜜
即
事
兼
御
営
副
使
張
凌
為
宜
撫
処
言
語
。
以
川
面
乱
闘
湖
南

　
北
路
為
所
部
。
紳
。
上
覧
湊
便
宜
黙
阪
。
親
思
詔
賜
之
。

　
　
　
　
　
　
　
障

と
あ
る
如
く
そ
の
所
轄
は
四
川
・
陳
爾
・
京
西
・
湖
南
北
と
い
う
広
大

な
地
域
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
張
凌
の
此
の
宣
撫
処
概
要
は
広
大
な
地

域
に
高
い
職
格
を
以
て
最
高
且
つ
完
全
な
人
事
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
容
認
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
所
が
張
渡
に
代
っ
た
王
似
に
対

し
て
は
便
宜
黙
無
権
は
幡
認
め
ら
れ
ず
、
又
行
詰
の
形
式
も
改
変
さ
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
王
似
時
代
に
は
当
然
そ
の
職
格
・
職
権
は
縮
減
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
要
録
謄
五
・
紹
興
二
年
九
月
丙
戌
の
条
に

　
国
選
閣
直
学
士
知
新
元
府
王
似
為
端
部
殿
学
士
淵
瀬
等
路
宣
撫
処
擬
副
使
。

　
与
張
竣
相
見
同
治
事
。
始
液
出
使
。
射
爆
宣
撫
処
㎜
蹴
画
名
。
至
是
始
帯
川

　
三
等
路
字
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
発
令
の
際
の
正
式
職
名
に
お
い
て
既
に
王
似
は
副
使
で

あ
り
、
又
所
轄
地
域
の
限
定
を
示
す
「
川
陳
等
路
」
の
文
字
が
職
名

に
添
記
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
更
に
要
録
第
七
・
紹
興
四
年
三
月
骨

子
の
条
に

　
端
明
殿
学
土
川
隣
等
路
宣
撫
処
羅
副
使
王
似
。
充
資
政
殿
学
士
川
陳
宣
撫

　
使
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
そ
の
後
謝
使
か
ら
使
に
昇
格
さ
れ
た
と
は
い
え
、
問
題

の
「
処
贋
」
の
字
が
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
は
、
共
に
如
上
の
縮
減

と
連
関
す
る
職
名
の
更
改
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
最
高
の
職
格
、
異

例
の
大
権
を
付
与
さ
れ
た
宣
撫
処
置
使
は
使
者
が
野
饗
か
ら
王
似
に

交
替
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
そ
の
職
格
・
職
権
を
著
し
く
縮
減
さ
れ
た

が
、
然
も
そ
の
縮
減
の
現
実
は
職
名
の
上
に
亀
明
確
に
具
現
さ
れ
て
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い
た
の
で
あ
る
。

　
所
で
右
の
職
格
・
職
権
縮
滅
の
傾
向
は
そ
の
後
川
挾
方
颪
に
設
け

ら
れ
た
文
臣
大
帥
の
任
免
状
態
を
通
じ
て
一
層
鮮
か
に
連
取
せ
ら
れ

A
表
四
川
文
臣
大
帥
任
免
表
（
拠
要
録
同
月
各
条
）

る
。
今
既
述
の
張
波
・
王
似
を
も
奮
め
て
そ
の
任
免
状
態
を
整
理
す

れ
ば
A
表
の
如
く
で
あ
る
。
表
を
一
見
し
て
、
当
初
の
宣
撫
処
楽
照

が
そ
の
後
年
撫
使
・
宣
撫
副
使
・
権
宣
撫
謝
使
と
逐
次
職
格
を
降
減

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
…
逐
に
紹
…
興
六
年
正
月
使
司
の
廃
絶
を
見
て

使
春
名砦灘鷺塞i灘鷺膿
使

名
［
鰭
斐

任
命
時
期

宣
撫
処
魔
使
　
泰
州
　
建
炎
三
年
五
月

同
　
　
　
　
　
　
右
　
興
　
州
（
風
炎
四
年
十
一
月
）

問
　
　
　
　
　
　
右
　

閲
　
州
（
紹
興
元
年
三
月
）

州
陳
宣
撫
処
遣
副
使
　
圃
右
　
紹
興
二
年
九
月

廻
三
三
撫
使
同
右
紹
興
四
年
三
月

川
陳
宣
撫
紅
摺
捌
使
　

周
　
右
　

紹
興
二
年
十
二
月

淵
陳
宣
撫
副
使
　
圃
お
　
紹
興
四
年
三
月

川
陳
宣
撫
処
概
使
　
同
　
右
　
紹
興
四
年
八
月

窪
川
陳
宣
撫
副
使
　
綿
　
州
　
紹
興
五
年
三
月

四
胤
制
置
大
使
成
都
府
紹
興
五
年
十
月

四
川
安
撫
制
召
使
　
同
右
　
紹
興
八
年
蕉
月

権
主
管
宣
撫
司
職
審
　
　

池
　
紹
興
九
年
七
月

川
陳
宣
撫
副
使
　
同
　
　

紹
興
九
年
九
月

同
　
　

右
詞
右
紹
興
十
二
年
五
月

同
　
　

右
利
州
（
紹
興
十
二
年
十
月
）

四
州
宣
撫
副
使
　
同
　
右
　

紹
興
十
四
年
三
月

改
免
時
期

紹
興
二
年
十
二
月

紹
興
四
年
目
月

紹
興
五
年
二
月

紹
興
四
年
八
月

紹
興
六
年
正
月

紹
興
七
年
十
一
月

紹
興
十
二
年
一
二
月

紹
興
十
七
年
九
月

改
免
理
由

行
在
召
還

趙
鼎
の
幽
腐

死
　
　
　
亡

赴
任
せ
ず

革
製
廃
絶

自
　
　
　
退

死

亡

率
司
廃
絶

鋪
二
一
（

）
内
の
年
月
は
野
司
地
移
動
の
時
期

，

い
る
こ
と
、
宣
撫
司
の
廃
絶
と
前
後
し
て
成
都

府
に
設
け
ら
れ
た
下
馴
司
も
そ
の
後
使
者
が
大

使
か
ら
使
に
降
格
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
紹
興
九

年
七
月
以
後
再
び
河
池
郡
に
宣
撫
司
が
設
け
ら

れ
、
内
障
使
が
そ
の
儘
主
管
宣
撫
司
職
專
と
さ

れ
た
が
間
も
な
く
宣
撫
謝
使
に
昇
格
さ
れ
、
そ

の
後
紹
興
十
七
年
九
月
の
第
二
次
使
司
廃
絶
時

に
至
る
迄
そ
の
職
格
に
変
更
は
な
か
っ
た
こ
と

等
の
諸
事
実
が
先
ず
指
摘
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て

少
く
と
も
紹
興
九
年
七
月
以
前
宜
・
綱
何
れ
の

司
に
於
い
て
も
使
者
の
職
格
は
下
降
の
傾
向
を

有
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
宣
・
二
言

司
間
の
関
係
を
見
る
に
、
昇
格
し
て
宣
撫
劇
使

と
な
っ
た
制
目
使
が
宣
撫
副
使
の
下
・
位
に
在
っ

た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
又
要
録
聴
九
．
・
紹
興
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五
年
十
月
乙
卯
条
に

　
二
歳
殿
学
士
荊
湖
爾
路
安
撫
制
置
大
使
兼
知
潭
州
席
益
為
資
政
殿
軍
日
成

　
都
滝
川
府
憂
州
呂
州
路
安
撫
制
置
大
使
兼
知
成
都
府
。
卿
。
詔
。
以
益
前

　
執
政
。
序
位
置
宣
撫
副
使
之
上
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
宣
撫
捌
使
の
上
位
に
在
っ
た
制
置
大
使
も
出
無
蓋
の
席

益
の
学
士
位
は
先
掲
の
宣
撫
藩
王
似
の
場
合
と
全
く
岡
格
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
宣
・
喜
平
司
を
通
し
て
見
て
も
紹
興
九
年
七
月
迄
は
多
少

の
起
伏
は
あ
る
に
せ
よ
そ
の
職
格
降
減
は
傾
向
と
し
て
大
体
一
貫
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
A
表
の
職
名
に
お
い
て

次
に
注
H
す
べ
き
こ
と
は
管
域
指
定
文
字
の
添
記
と
改
変
、
及
び

「
処
竃
」
の
字
の
消
失
と
職
名
の
制
概
使
へ
の
改
変
の
二
者
で
あ
る
。

漠
た
る
当
初
の
広
大
な
管
域
が
「
川
陳
等
路
」
に
限
定
さ
れ
、
そ
の

後
更
に
「
、
川
陳
」
か
ら
「
四
川
」
に
改
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
か

に
職
権
行
使
地
域
の
縮
小
、
つ
ま
り
職
権
の
縮
小
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
妾
初
の
鷺
司
地
即
ち
陳
西
澗
水
上
流
域
の
重
鎮
「
帰
還
」

が
や
が
て
入
蜀
の
関
門
「
興
州
」
、
更
に
蜀
糧
北
送
の
大
動
脈
た
る
嘉

陵
江
中
流
域
の
要
衝
「
閲
州
」
と
逐
次
後
退
せ
ら
れ
て
「
川
・
陳
」

の
管
域
指
定
と
な
り
、
又
そ
の
闘
州
か
ら
嘉
陵
江
支
流
の
「
綿
州
」
、

つ
い
で
蜀
糧
入
手
の
本
拠
地
で
あ
る
「
成
都
府
」
と
観
司
地
を
後
退

せ
ら
れ
て
「
四
川
」
へ
の
管
域
改
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
紹
興

九
年
七
月
再
び
観
戦
地
が
興
州
北
方
の
臨
池
郡
（
鳳
州
）
に
進
養
し
て

「
川
・
陵
㎏
へ
の
管
域
再
改
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
職
名

中
の
管
域
指
定
用
語
が
法
定
管
域
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
実
質

管
域
と
も
又
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
を
示
す
重
要
事
実
で
あ
る
。

次
に
職
名
に
お
け
る
「
処
置
」
の
字
の
消
失
は
い
う
迄
も
な
く
便
宜

顯
陸
権
の
停
止
、
即
ち
職
権
の
大
幅
な
削
減
を
背
景
と
す
る
職
名
の

更
改
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
宣
撫
使
か
ら
制
概
使
へ
の
転
改
も
当
然
大

き
な
職
権
上
の
変
更
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然

ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
変
更
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
暴
馬
要
稿
・

職
官
㎜
制
置
使
・
紹
興
五
年
十
一
月
十
八
日
条
に

　
構
密
院
言
。
　
「
席
藁
囲
資
政
殿
学
±
成
郡
滝
川
府
蔓
薄
利
酒
蒸
路
安
撫
制

　
醗
大
使
兼
知
成
都
府
。
除
逐
路
措
羅
辺
防
調
発
軍
馬
隷
宣
撫
司
外
。
其
応

　
干
曳
行
事
件
並
依
江
南
等
路
安
撫
大
使
量
定
得
撫
揮
。
」
　
詔
。
摂
州
兵
馬

　
自
合
並
隷
安
撫
制
隈
大
使
司
。
如
遇
有
畜
防
緊
切
大
事
。
即
自
宣
撫
司
措

　
躍
。

と
あ
る
如
く
国
軍
最
大
の
任
務
た
る
建
軍
の
防
衛
に
は
宣
撫
司
が
こ

れ
に
当
り
、
制
概
大
使
は
逐
州
の
兵
馬
を
所
蔑
し
た
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
軍
華
に
関
す
る
限
り
制
羅
大
使
の
職
権
ゆ
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霊
撫
認
使
の
下
位
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
然
も
文
中
に
見
え
る
所

の
江
西
安
旗
国
撮
大
使
の
已
得
の
指
揮
と
は
同
書
・
同
源
・
紹
興
三

年
九
月
十
八
日
の
条
に

　
一
。
令
岱
飛
咳
唾
州
・
興
国
・
南
鎖
国
一
帯
駐
軍
。
峡
江
西
見
管
諸
処
軍
馬
。

　
難
隷
門
司
。
如
遇
緩
急
。
許
岳
飛
二
二
幽
閉
。
趙
鼎
発
遣
応
副
。
務
週
内

　
外
糊
応
。
共
済
国
事
。

　
一
。
今
来
制
置
大
使
趙
鼎
係
洪
州
野
司
。
若
江
上
有
軍
期
急
速
。
会
議
不
及
。

　
許
幡
飛
一
面
随
宜
措
置
施
行
。
乞
報
趙
鼎
照
応
。

　
一
。
江
北
対
岸
幕
際
斬
両
州
。
可
職
級
岳
飛
節
制
。
響
胴
銭
糠
。
令
趙
鼎
催

　
督
所
属
醗
司
州
県
応
癬
。
如
違
。
按
劾
聞
落
。
当
芸
重
・
箕
典
憲
。

と
あ
る
条
文
で
あ
り
、
此
の
規
定
に
お
け
る
制
置
大
使
の
役
割
は
直

接
軍
事
面
を
担
妾
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
軍
事
力
を
養
う
銭
糧
の
調
達

に
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
所
属
の
監
司
・
州
県
を
催
平
他
奏
し
得
た
の

で
あ
っ
て
、
若
し
此
の
規
定
が
席
益
の
場
合
に
も
生
き
て
い
た
と
す

れ
ば
軍
事
面
に
お
け
る
制
置
大
使
の
職
権
が
微
弱
で
あ
っ
た
と
し
て

も
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
要
録
墜
　
・
紹
興
六
年
五
月
戊
寅

の
条
に

　
詔
。
四
川
野
司
応
有
違
戻
事
件
。
並
令
四
川
制
置
大
使
席
益
按
劾
奏
聞
。

　
其
監
司
見
兼
宣
司
職
慕
者
並
罷
。

と
あ
る
如
く
監
司
の
按
劾
権
が
付
与
さ
れ
、
同
時
に
宣
撫
司
所
属
の

監
司
を
独
立
さ
せ
て
い
る
の
は
右
の
規
定
が
確
か
に
生
き
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
財
政
面
に
つ
い
て
は
一
応

劾
奏
権
の
形
で
制
動
大
使
に
継
承
さ
れ
た
に
せ
よ
、
軍
事
面
に
つ
い

て
の
権
限
は
此
の
職
名
改
更
に
よ
っ
て
事
実
上
抹
消
せ
ら
れ
た
と
見

て
大
過
な
い
が
、
果
し
て
要
録
倦
九
・
紹
興
六
年
三
月
丙
子
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ

　
阯
　
（
席
）
益
謬
言
。
　
「
四
川
土
禁
守
護
来
闇
弱
。
屯
駐
京
感
奮
非
精
鋭
。

　
屯
駐
既
久
。
所
存
無
幾
。
鯉
。
乞
欝
欝
一
項
精
鋭
軍
前
来
。
丼
許
臣
招
収

　
軍
撤
兵
将
逃
避
之
人
。
漸
増
軍
艦
。
扁
撚
密
院
欝
。
「
招
収
逃
亡
。
有
害
軍

　
致
。
但
許
召
募
効
用
三
百
人
而
已
。
」

と
あ
る
如
く
筍
も
軍
事
に
関
し
て
は
僅
か
の
兵
の
召
募
に
も
逐
一
枢

密
院
の
決
裁
を
要
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
此
二
丁
な
要
求
す
ら
枢
密

院
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
宣
撫
使
か
ら
制
早
使
へ

の
職
名
の
更
改
は
以
上
の
如
く
実
は
軍
事
権
の
抹
消
と
い
う
職
権
の

縮
小
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
す
れ
ば
少
く
と
も
紹
興
九
年
七
月
以

前
、
職
権
の
縮
小
も
又
傾
向
と
し
て
大
体
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
但
し
要
録
雛
六
・
紹
興
三
年
八
月
壬
辰
の
条
に

　
川
陳
等
路
宣
撫
派
遣
副
使
王
制
言
。
　
「
川
陳
豊
州
応
奏
獄
案
。
乞
。
用
便

　
寛
指
揮
。
酌
情
断
下
。
如
張
凌
例
。
」
許
之
。
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と
あ
る
如
く
張
淡
・
王
業
時
代
に
認
め
ら
れ
た
酌
情
断
下
権
が
要
録

幡き

E
紹
興
六
年
七
月
壬
申
の
条
に

　
詔
。
川
隣
諸
州
応
護
及
刑
名
疑
審
判
文
案
。
許
制
頭
大
使
司
酌
情
断
遣
。

　
用
席
益
奏
也
。

と
あ
る
如
く
制
鷺
大
使
に
も
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
罠
政
権
は
そ
の

儘
継
承
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

　
煙
炎
三
年
以
来
川
面
方
面
に
異
例
の
権
職
と
し
て
設
け
ら
れ
た
宣

撫
処
置
使
は
そ
の
後
逐
次
職
格
・
職
権
を
降
減
せ
ら
れ
て
紹
興
六
年

遂
に
廃
絶
さ
れ
、
代
っ
て
成
都
府
に
設
け
ら
れ
た
綱
置
大
使
も
職
格

は
高
か
っ
た
が
、
そ
の
最
も
基
本
的
職
権
の
一
つ
で
あ
る
軍
事
権
が

大
幅
に
削
減
せ
ら
れ
て
い
た
。
此
の
傾
向
は
少
く
と
も
紹
興
九
年
七

月
迄
多
少
の
起
伏
は
あ
っ
た
に
せ
よ
大
体
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
う
迄
屯
な
く
宣
撫
処
鷺
使
の
異
例
の
大
権
は
出
使
当
時
の
非
常
の

事
態
に
お
い
て
の
み
容
認
さ
れ
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
そ
れ
が
政
府
自
体
の
政
治
権
力
の
成
長
と
共
に
縮
小
さ
れ
政
府
の

手
中
に
回
収
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
然
る
に
君
国
と
の
和
議

が
初
め
て
成
立
す
る
の
は
紹
興
九
年
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
少
く
と
も

そ
れ
以
前
即
ち
如
上
の
縮
減
が
行
わ
れ
た
期
間
に
お
け
る
金
勢
力
の

脅
威
は
南
宋
に
と
っ
て
極
め
て
深
刻
且
つ
重
大
で
あ
り
、
勿
論
そ
れ

は
四
川
に
お
い
て
も
何
等
変
る
所
は
な
か
っ
た
。
防
籍
戦
力
の
育
成

並
び
に
拡
充
は
国
家
最
大
の
急
務
で
あ
り
、
そ
の
戦
力
を
左
右
す
る

軍
事
権
の
帰
趨
は
重
要
で
あ
っ
た
。
然
も
此
の
動
勢
、
宣
撫
使
か
ら

制
置
使
へ
の
転
改
と
共
に
そ
の
軍
事
権
が
抹
消
せ
ら
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
軍
事
権
が
抹
消
さ
れ
た
と
し
て
も
権
限

行
使
の
対
象
と
な
る
戦
力
が
消
滅
し
た
筈
は
な
い
か
ら
、
そ
の
軍
事

権
は
何
処
か
に
存
在
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
そ
の

軍
事
権
の
具
体
的
掌
握
者
は
誰
か
。
こ
こ
に
始
め
て
此
の
期
間
拾
頭

し
て
き
た
武
将
呉
珊
が
問
．
題
と
な
る
。

　
彰
原
店
の
敗
戦
を
機
と
し
て
建
炎
四
年
三
月
完
全
に
曲
直
勢
力
を

離
脱
し
た
呉
琢
は
富
平
の
降
口
直
ち
に
壱
州
北
方
五
・
六
十
里
（
宋

里
）
に
あ
る
鳳
州
（
青
池
郡
）
東
境
の
和
尚
原
に
拠
っ
た
が
、
紹
興
三

年
二
月
の
饒
風
采
の
役
後
は
興
州
東
境
の
仙
人
関
に
後
退
し
て
金
軍

の
防
衛
に
精
力
的
な
活
動
を
続
け
、
紹
興
九
年
六
月
、
四
十
七
歳
を

以
て
仙
人
関
の
甲
所
に
残
し
た
。
四
川
の
防
衛
に
尽
し
た
彼
の
並
々

な
ら
ぬ
功
績
は
B
表
に
見
ら
れ
る
如
き
異
例
の
官
位
累
進
と
な
っ
て

報
い
ら
れ
た
が
、
更
に
注
目
す
べ
き
は
官
位
の
累
進
と
並
行
し
て
昇

改
せ
ら
れ
た
彼
の
職
任
で
あ
り
、
整
理
し
て
掲
げ
れ
ば
C
表
の
如
く

で
あ
る
。
表
を
一
見
し
て
直
ち
に
理
解
せ
ら
れ
る
の
は
管
轄
領
域
の
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B
表
　
紹
夏
期
呉
験
官
位
累
進
表

除
毒
墨
検
校

官
武
官
位
除
任
理
由
［
典
　
　
拠

元
年
三
月

元
年
五
月

元
年
十
月

三
年
＋
月

四
年
四
月

四
年
七
月

六
年
二
月

九
年
正
月

検
校
少
保

同
　
　
　
　
右

検
校
少
師

同
　
　
　
　
右

開
府
儀
同
三
司

忠
州
防
禦
使

．
明
州
観
察
使

鎮
西
軍
節
度
使

同
　
　
　
　
　
右

定
国
軍
節
度
使

牽
寧
保
定
軍
節
度
使

保
平
急
難
軍
節
度
使

同
　
　
　
　
　
　
右

C
表
紹
興
期
呉
紛
職
任
昇
改
題

和
尚
原
の
功

和
尚
原
の
功

和
尚
原
の
功

拝
禦
累
年
の
功

宣
謝
就
任

仙
人
関
の
功

営
酷
使
就
任

和
議
成
立

馨
聴
塾

元
年
三
月

元
年
胤
月

二
年
六
月

三
年
穴
月

四
年
三
月

四
年
四
月

六
年
二
月

九
年
正
月

　
　
使
　
　
　
　
　
職

｝
任
浬
原
路
経
略
使
（
知
渦
州
）

添
秦
鳳
路
経
略
使
知
三
州

詞
　
　
　
　
　
　
　
　
右

添
利
州
銘
階
成
苗
州
制
慨
使

代
馬
鱗
宣
撫
副
使

代
用
険
宜
撫
融
使

兼
　
　
常
　
　
田
　
　
使

代
四
月
宣
撫
使
兼
営
国
大
使

統

兵
　
　
職

．
秦
鳳
路
副
軍
鼓
（
承
前
）

代
陳
西
諸
路
都
統
欄
．

兼
宣
撫
処
置
使
司
都
統
側右

会
編
一
四
五
，

要
録
四
五

要
録
四
八

要
録
六
九

要
録
七
五

会
編
一
九
五

要
録
九
八

要
録
＝
一
五

主
な
典
拠

攻

守
編
一
九
五
、

同
　
　
　
右

要
録
二
二
“

要
録
六
六

要
録
七
四

．
要
録
七
五

丁
要
録
九
八

要
録
ご
詮

陳
礪
か
ら
四
川
へ
の
拡
大
と
共
に
彼
が
既
掲
の
交
臣
大
帥
の
場
合
と

は
逆
に
逐
次
心
嚢
を
昇
改
せ
ら
れ
、
紹
興
四
年
に
は
既
に
専
任
の
宣

撫
副
使
と
な
り
、
紹
興
九
年
に
は
遂
に
宣
撫
使
の
職
位
を

得
て
此
の
方
面
に
最
高
の
権
威
を
得
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
紹
興
四
年
以
後
は
文
武
両
宣
撫
使
が

存
在
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
紹
興
六
年
の
文
臣
宣
撫
使
廃

絶
に
よ
っ
て
興
州
の
武
将
宣
撫
使
と
成
都
府
の
文
臣
制
腰

使
と
の
湯
立
乱
臣
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
然
も
呉
玖
の
死

は
紹
興
九
年
六
月
で
あ
る
が
文
臣
宣
撫
使
の
復
活
は
翌
月

で
あ
り
、
そ
の
概
司
地
は
河
口
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
胡
世

将
は
呉
劫
の
死
を
豪
く
や
直
ち
に
そ
の
根
拠
地
に
赴
き
宣

撫
使
の
職
任
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
成
都
府

置
司
の
文
、
臣
糊
置
使
に
比
し
て
濠
州
置
司
の
武
将
宣
撫
使

が
遙
か
に
璽
要
・
な
職
任
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
・
も
な
い
。

然
ら
ば
此
の
武
将
宣
撫
使
は
如
何
な
る
職
権
を
得
て
い
た

か
。
こ
こ
に
お
い
て
当
然
予
想
さ
れ
る
の
は
強
大
な
軍
事

権
で
あ
る
が
、
果
し
て
要
録
繕
九
・
紹
興
六
年
正
月
辛
巳

の
条
に

　
罷
綿
州
川
陳
宣
撫
司
。
郡
薄
躾
結
局
赴
行
在
。
宣
撫
副
使
呉
薪
。

俄
江
東
准
南
宣
撫
溶
体
例
。
専
治
兵
事
。
軍
馬
黒
総
擾
。
銭
糧
令
都
御
運

使
影
響
単
収
。
限
半
月
結
燭
。
剛
田
宣
撫
司
有
曇
芳
。
馬
数
千
。
至
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是
皆
属
賛
奥
。
「
皿
云
、

と
あ
る
如
く
、
文
臣
寛
撫
使
政
局
に
伴
い
そ
の
兵
一
二
八
の
正
式
移
管

と
共
に
武
将
宣
撫
使
と
し
て
兵
馬
の
全
権
が
呉
劾
に
容
認
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
勿
論
此
の
紹
興
六
年
以
前
既
に
軍
事
権
を
所
有
し
て

い
た
こ
と
は
C
表
の
心
任
に
見
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
此
の
時
文
臣

宜
撫
使
の
兵
力
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
は
飛
躍
的
に

拡
大
し
、
そ
れ
が
如
上
の
全
隊
的
軍
事
権
の
付
与
と
い
う
形
と
な
っ

て
現
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
文
臣
宣
撫
使
が
以
前
掌

握
し
た
軍
事
権
は
実
は
そ
の
血
統
玲
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
但

し
此
の
時
そ
の
兵
馬
を
養
う
べ
き
銭
糧
の
調
達
は
都
面
懸
使
趙
開
が

全
責
任
を
負
う
て
い
た
。
つ
ま
り
財
政
権
の
基
本
で
あ
る
銭
糧
の
徴

収
及
び
移
用
に
つ
い
て
の
直
接
権
限
は
飽
く
迄
都
転
運
漕
座
談
の
手

中
に
あ
り
、
呉
玖
の
手
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
要
録
塘
九
・
紹

興
六
年
三
月
戊
辰
朔
の
条
に

　
川
添
宣
撫
副
使
呉
斯
言
。
　
「
本
軍
銭
糧
關
乏
。
」
張
渡
蟹
。
「
令
逆
転
写
使

　
店
開
朗
親
前
業
応
副
、
価
詰
開
違
慢
。
」
従
之
。

と
あ
る
如
く
銭
糧
の
闘
乏
に
際
し
て
順
接
が
直
接
都
督
行
事
の
虚
業

に
訴
え
、
張
・
渡
か
ら
政
府
に
劾
奏
し
て
い
る
こ
と
は
按
劾
督
責
権
も
、

研
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
も
又
想
定
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
然
も

右
に
対
応
す
る
詔
と
し
て
要
録
同
巻
・
同
月
癸
西
の
条
に

　
蹴
．
詔
。
　
（
趙
）
開
幕
往
事
胸
。
極
力
措
置
水
運
。
晦
偽
令
翻
綴
大
使
脂

　
益
。
常
雪
催
督
。

と
あ
る
如
く
、
　
一
方
の
七
癖
大
使
に
は
そ
の
催
督
権
が
確
か
に
認
め

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
以
上
に
よ
っ
て
少
く
と
も
紹
興
六

年
当
時
、
呉
助
は
軍
事
権
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
全
面
的
に
容
認
さ
れ

て
い
た
が
財
政
権
に
つ
い
て
は
正
式
に
は
こ
れ
を
容
認
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
こ
れ
こ
そ
東
南
方
痛
に
お

い
て
劉
・
韓
・
張
・
岳
の
四
武
将
に
対
し
て
既
に
行
わ
れ
て
い
た
武

将
宣
撫
使
体
制
の
再
現
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
事
情

は
そ
の
後
寓
意
運
使
の
人
事
交
替
に
よ
っ
て
急
変
し
た
。
今
四
川
都

転
運
使
の
任
免
状
態
を
整
理
し
て
略
掲
す
れ
ば
D
表
の
如
く
で
あ
る
。

表
編
「
総
領
四
川
財
賦
」
と
見
え
る
趙
開
の
正
式
職
名
は
「
宣
撫
処

概
使
司
随
軍
転
運
使
専
一
総
領
四
川
財
賦
」
で
あ
っ
て
、
此
の
職
名

に
窺
わ
れ
る
如
く
趙
開
は
宣
撫
処
置
使
と
極
め
て
深
い
関
係
に
あ
っ

た
。
つ
ま
り
張
竣
は
此
の
玄
鶴
を
通
じ
て
驚
く
べ
き
増
徴
を
敢
行
し

得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
総
領
か
ら
都
転
運
使
へ
の
職
名
改
更
は
そ

の
理
由
と
し
て
要
録
麗
九
・
紹
興
五
年
十
一
月
乙
酉
の
条
に

　
秘
閣
修
撰
都
大
黒
猛
獣
都
府
煕
気
慰
秦
鳳
等
路
茶
事
兼
提
挙
陳
西
欧
路
買
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D
表
　
鱈
環
指
掛
諸
費
任
免
表
（
要
録
岡
年
月
者
巻
、
巻
七
、
宋
史
三
七
四
）

高張陳李嗣趙i氏
魂深譲遽右巨富有

職

豊
本
鑑

総
領
四
用
財
賦

四
川
都
高
運
使

嗣
　
　
　
　
右

四
用
転
運
副
使

陶
　
　
　
　
右

四
川
転
運
判
官

証
日
　
粥

岡
　
右

東
平
府

華
　
州

就
任
時
期

建
炎
三
年
十
月

紹
興
五
年
＋
一
月

紹
興
六
年
八
月

周
　
　
　
　
　
右

図
興
八
年
二
月

紹
興
八
年
七
月

転
・
淫
臨
可
任
前
の
蓬
．

紹
興
五
年
十
一
月

紹
興
山
ハ
年
鱒
八
月

紹
興
八
年
ご
月

払
興
九
年
七
月

岡
　
　
　
　
　
右

（
同
　
　
　
　
右
）

馬
監
牧
公
事
専
一
総
領
四
川
財
賦
趙
開
。
為
四
川
都
商
運
使
都
大
提
薄
茶

馬
兼
川
陳
宜
撫
使
司
参
議
。
開
詰
論
。
　
「
総
領
財
賦
。
於
海
路
漕
計
或
不

栂
関
。
宜
正
姓
名
。
使
知
有
所
統
属
。
」
張
二
言
之
。
故
有
是
命
。

と
あ
る
如
く
総
領
と
し
て
は
従
来
統
面
し
得
な
か
っ
た
漏
路
転
運
司

を
正
式
に
所
属
す
る
と
い
う
職
権
増
大
の
他
に
、
基
本
的
に
は
従
来

所
属
し
て
い
た
宣
撫
司
か
ら
独
立
す
る
体
制
が
樹
立
せ
ら
れ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
然
も
尚
宣
撫
使
司
参
議
を
兼
任
せ
ら
れ
て
い
る
の
は

い
う
迄
も
な
く
経
過
的
措
催
で
あ
り
、
現
実
に
は
寛
撫
司
の
銭
糧
の

調
達
を
職
務
と
し
て
い
た
関
係
上
急
激
な
制
度
の
変
化
は
問
題
を
生

ず
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
如
上
の
措
観
が
採
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
即
ち
都
落
運
使
は
以
上
の
如
く
総
領
が
宣
撫
司
か
ら
独
立
し
、

そ
の
規
模
・
職
権
を
飛
躍
的
に
増
大
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
わ
け

口
塞
の
銭
綴
官

同
　
　
　
、
右

足
港
の
銭
糧
官
…

呉
琉
の
幕
客
［

澱
用
の
銭
糧
同

県
琉
の
幕
客
…

に
呉
助
の
幕
客
が
如
上
の
進
出
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、

を
通
じ
て
呉
助
が
軍
事
面
の
み
な
ら
ず
財
政
面
に
も
関
与
し
得
る
に

釜
つ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
さ
す
れ
ば
た
と
え
間
接
的
で
は

あ
る
に
せ
よ
財
政
権
を
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
然
も
そ

れ
の
み
で
は
な
い
、
要
録
講
節
・
紹
興
九
年
正
月
庚
寅
の
条
に

　
故
事
。
置
四
川
都
転
運
使
。
以
掌
受
章
。
而
四
路
官
司
翼
壁
経
費
。
都
漕

　
司
蓋
不
得
与
。
其
後
起
復
直
秘
閣
高
士
塊
為
四
川
転
運
判
富
。
乃
以
鯉
軍

　
糧
為
詞
。
請
下
腿
路
漕
司
。
不
拘
司
分
翠
色
。
尽
行
器
醐
応
副
。
東
之
。

　
至
是
御
史
中
酒
勾
海
砂
淵
欝
。
如
此
是
於
歳
約
軍
需
之
外
。
暗
侵
磁
路
漕

　
司
歳
計
。
勢
必
朝
朗
。
凋
療
言
詮
。
何
以
堪
此
。
詔
箸
置
司
財
物
。

と
あ
る
如
く
高
士
塊
に
至
っ
て
は
従
来
の
都
転
腰
使
す
ら
容
易
に
は

関
与
出
来
な
か
っ
た
活
路
漕
司
の
財
計
を
徴
発
し
、
然
も
そ
れ
が
一

で
あ
る
。
所
が
D
嚢
後
転
薬
司
の
長
官
に
趙
隔
の

罷
免
後
両
逝
の
都
転
運
使
で
あ
っ
た
山
脚
と
共
に

呉
頚
の
参
議
官
の
陳
遠
猷
が
副
使
と
し
て
進
出
し
、

又
李
遍
の
退
去
後
に
は
陳
遠
猷
が
そ
の
儘
留
任
す

る
他
、
副
使
の
張
深
と
共
に
黙
黙
の
主
管
機
宜
文

字
の
高
士
塊
が
更
に
判
官
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い

る
。
四
川
の
漕
計
を
総
干
す
る
重
要
な
此
の
使
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勿
論
彼
等
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南寒の四川における張淡と呉琉（山内）

時
的
に
も
せ
よ
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
に
全
面
的
な
軍
事

権
を
掘
握
し
、
更
に
又
財
政
面
を
も
左
右
し
得
る
職
権
を
得
た
と
す

れ
ば
、
武
将
宣
撫
使
の
職
権
は
こ
こ
に
至
っ
て
飛
躍
的
に
増
強
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
当
初
異
例
の
大
権
を
付
与
さ
れ
て
川
陳
方
面

に
君
臨
し
た
宣
撫
処
置
使
は
、
そ
の
後
逐
次
職
格
・
職
権
を
縮
減
せ

ら
れ
て
紹
興
六
年
遂
に
廃
止
さ
れ
、
軍
事
権
は
宣
撫
副
使
呉
玲
に
、

財
政
権
は
都
宿
運
使
序
開
に
、
又
畏
政
権
は
糊
催
大
使
席
益
に
夫
々

分
掌
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
制
醗
大
使
の
降
格
及
び
旋
転
運
司
人
事

の
交
替
に
よ
っ
て
呉
劫
の
職
格
・
職
権
は
一
層
権
威
あ
る
も
の
と
な

り
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
財
政
権
を
も
又
容
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ

と
が
理
解
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
但
し
如
上
に
考
察
し
た
の
は
特
認

権
力
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
職
格
・
職
権
で
あ
る
。
従
っ
て
右
の
推

移
は
文
・
武
両
勢
力
に
対
す
る
南
宋
権
力
の
意
向
を
窺
う
荒
め
の
貴

重
な
資
料
で
は
あ
っ
て
も
勢
力
そ
れ
自
体
の
強
弱
を
評
定
す
る
絶
対

的
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
然
ら
ば
勢
力
の
現
実
の
推
移
は
果

し
て
如
何
で
あ
っ
た
か
。

二

　
宣
撫
処
瞠
使
張
淡
は
そ
の
閲
州
時
代
に
お
い
て
尚
四
万
五
千
に
及

ぶ
大
兵
力
を
統
籍
し
、
r
行
動
の
基
礎
と
し
て
い
た
。
要
録
腿
六
・
紹

興
三
年
九
月
運
輸
条
に

　
初
。
張
竣
之
在
闘
州
也
。
奏
言
。
宣
撫
司
見
屯
諸
将
官
兵
四
万
五
千
人
。

　
馬
五
千
余
目
。
聖
像
翰
・
蜂
師
古
書
軍
不
与
。
凌
既
出
蜀
。
副
使
王
似
等

　
奏
。
見
兵
三
万
七
千
余
人
。
馬
二
千
八
百
余
匹
。
詔
淺
側
節
留
兵
数
高
聞
。

　
至
溜
出
欝
9
遂
赴
行
在
。
乃
建
軍
所
鋼
親
兵
。
及
墨
差
武
騎
鋭
士
・
良
家

　
子
。
案
配
黙
黙
遣
閥
嚢
網
。
共
八
千
余
人
。
馬
二
千
三
百
余
匹
。
農
隙
濃
。

　
於
所
至
当
還
混
載
五
千
人
。
以
備
揮
禦
。

と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
八
千
人
を
張
凌
が
行
在
に
連
行
し
た
後
、
尚

王
似
の
下
に
は
三
万
七
千
人
の
兵
力
が
残
留
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
兵
力
を
四
万
五
干
と
し
た
毒
液
の
此
の
建
言
は
閥
州
時
代
後

期
の
宣
撫
処
鶯
使
兵
力
の
現
実
を
伝
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
然
も

此
の
時
別
傑
と
さ
れ
た
関
師
古
・
呉
助
の
両
軍
は
共
に
閥
州
の
宣
撫

処
三
景
に
と
っ
て
は
最
も
外
郭
的
地
点
に
当
る
階
州
・
仙
人
関
に
夫

々
拠
っ
て
活
躍
し
て
い
た
。
従
っ
て
正
確
な
員
数
が
宣
撫
罷
業
使
に

把
握
さ
れ
た
四
万
五
千
は
恐
ら
く
同
使
の
直
轄
す
る
兵
力
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
張
竣
が
連
行
し
た
八
千
の
兵
力
は
彼
の
出
使

以
来
の
親
兵
、
そ
の
後
彼
が
関
陳
方
面
に
お
い
て
諸
軍
中
よ
り
選
抜
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し
た
武
騎
鋭
士
・
良
家
子
、
及
び
西
出
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

然
も
西
兵
に
つ
い
て
は
要
録
嘆
・
紹
興
三
年
六
月
庚
寅
条
に
記
載

が
見
え
、
更
に
註
記
と
し
て

　
拠
臼
麻
。
今
年
九
月
乙
亥
（
張
）
凌
具
到
心
学
本
司
兵
馬
四
項
。
数
多
者

　
止
五
千
人
。
統
押
官
亦
無
（
張
）
澄
名
。
数
内
有
五
千
人
又
流
出
旨
遣
還
。

と
あ
り
、
そ
の
兵
力
が
鼻
聾
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
旨
を
得
て
遣

還
さ
れ
た
こ
と
の
両
事
実
が
認
め
ら
れ
、
更
に
又
要
録
謄
エ
・
建
炎

三
年
七
月
庚
子
の
条
に

　
知
枢
密
院
事
営
営
副
使
宣
撫
処
置
使
四
幅
以
親
兵
千
五
百
人
・
騎
三
百
発

　
行
在
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
熱
雷
以
来
の
親
兵
は
兵
・
騎
合
計
千
八
百
で
あ
っ
た
が
、

要
録
趣
一
ご
建
炎
四
年
十
一
月
の
条
に

　
蹴
。
　
（
張
）
湊
隠
蓑
那
別
学
也
。
将
士
智
散
。
惟
親
兵
千
余
人
自
随
。
云

　
云
。

と
あ
る
如
く
富
平
の
役
後
は
千
余
人
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、

結
局
八
千
の
内
訳
は
五
干
の
西
丘
ハ
と
干
余
の
親
兵
、
及
び
二
半
弱
の

武
騎
鋭
士
・
良
家
子
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
武
騎
鋭
士
・
良
家
子

が
直
黒
興
州
・
闘
州
時
代
張
淡
に
よ
つ
て
新
し
く
組
織
さ
れ
た
親
兵

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
、
つ
ま
り
張
竣
は
此
の
新
・
旧
の

親
兵
汐
干
を
中
核
と
し
て
照
万
五
干
の
兵
力
を
直
轄
し
、
更
に
外
郭

兵
力
と
し
て
轡
師
古
・
呉
疏
の
軍
に
号
令
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
。
尚
呉
瑚
・
関
師
古
の
外
同
じ
く
外
郭
的
存
在
の
も
の
と
し

て
金
製
鎮
撫
使
王
難
の
軍
が
あ
り
、
特
に
饒
風
関
の
役
後
は
要
録

遷
ハ
・
紹
興
三
年
五
月
丙
子
の
条
に

灘　
靴
。
時
軍
食
益
難
。
張
濃
乃
以
（
王
）
彦
兼
寛
撫
司
参
議
。
駐
兵
通
州
。

　
欝

　
云
云
。

と
あ
る
如
く
宣
撫
司
参
議
を
帯
任
せ
ら
れ
、
軍
食
も
宣
撫
処
置
使
か

ら
供
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
鎮
撫
使
は
政
府
の
A
口
認
し
た
独

立
的
勢
力
で
あ
っ
て
、
宜
撫
処
催
使
と
は
本
来
的
に
隷
属
関
係
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
少
く
と
も
政
府
に
報
告
す
る
兵
数
と
し
て

張
竣
が
加
算
す
る
筈
は
な
く
、
さ
す
れ
ば
別
三
軍
と
し
て
す
ら
そ
の

名
が
見
え
な
い
の
も
敢
て
不
自
然
で
は
な
い
。
然
ら
ば
別
榛
軍
の
兵

力
は
如
何
程
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
金
史
附
八
・
撤
塁
囑
伝
に

　
翫
。
与
朱
黒
彦
之
軍
七
千
人
遇
筆
墨
会
藻
。
敗
之
。
遂
克
濠
州
。
連
破
呉

　
瞬

　
琉
諸
軍
予
饒
峰
関
。
云
云
。

と
あ
り
、
要
録
蜷
㌍
・
紹
興
六
年
七
月
辛
巳
の
条
に

　
是
日
。
冬
営
前
額
翻
軍
都
統
制
王
彦
発
荊
爾
。
以
所
部
八
字
軍
淋
毒
赴
行

　
在
、
云
云
。
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と
あ
る
如
く
王
彦
の
丘
ハ
カ
は
夏
風
関
の
再
選
に
七
千
、
そ
の
後
荊
南

府
よ
り
行
在
に
赴
い
た
時
に
一
万
と
伝
え
ら
れ
、
又
要
録
講
七
・
紹

興
四
年
正
月
の
条
に
は

　
舐
。
　
（
関
）
師
古
深
入
至
石
峻
嶺
ゆ
忽
遇
敵
兵
。
転
戦
大
敗
。
師
古
墨
師

　
園

　
大
群
。
内
懐
慧
催
。
遂
単
騎
山
賊
。
臼
此
失
挑
・
縦
書
地
。
但
余
焔
・
戒

　
而
已
。
師
古
之
未
叛
也
。
懇
請
於
朝
。
以
為
芸
無
五
年
。
所
集
二
万
余
衆
。

　
合
用
糧
食
。
惟
峨
州
管
下
大
智
・
長
道
両
県
。
和
耀
不
多
。
兼
宣
撫
鋼
別

　
無
応
副
。
委
是
養
購
不
足
。
云
云
。

と
あ
っ
て
関
師
古
叛
去
の
注
目
す
べ
き
事
情
が
見
え
て
い
る
が
、
右

に
よ
れ
ば
叛
去
時
の
彼
の
兵
力
は
二
万
余
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
所
が
呉
琢
に
つ
い
て
は
要
録
騰
・
紹
興
元
年
五
製
品
巳
の

条
に

　
阯
。
　
（
呉
）
験
与
其
弟
統
領
官
武
翼
郎
下
之
宣
蟹
舎
人
燐
。
以
散
卒
数
千

　
人
。
駐
（
和
尚
）
原
鉱
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
紹
興
元
年
当
時
そ
の
兵
力
は
未
だ
数
干
に
過
ぎ
ず
、
又

要
隻
六
・
紹
興
三
年
二
月
霊
送
条
に

　
肚
。
先
是
。
知
興
元
府
劉
子
羽
聞
金
州
陥
。
即
遺
統
制
井
田
晟
守
饒
風
関
。

　
匿

　
拒
敵
来
路
。
且
馳
傲
召
斡
。
時
宣
撫
司
未
有
行
下
。
騎
日
。
　
「
事
迫
突
。

　
諸
将
不
能
辮
。
我
当
自
行
。
」
剛
自
河
池
一
日
夜
馳
三
百
里
。
剛
玖
軍
纏
…

　
数
千
人
。
益
以
洋
州
義
士
万
三
千
人
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
饒
難
関
の
役
に
お
い
て
義
士
兵
力
を
併
合
す
る
蓮
は
そ

の
主
力
は
や
は
り
数
千
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
義
士
兵
力
に
つ
い
て
は

後
記
す
る
。
外
郭
軍
の
兵
力
が
如
上
の
程
度
で
あ
り
、
然
竜
そ
れ
等

が
階
州
・
仙
人
関
・
金
売
に
夫
々
拠
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
四
万

五
千
の
直
轄
兵
力
を
擁
し
た
宣
撫
処
概
使
が
そ
れ
等
の
外
郭
部
隊
に

対
し
て
軍
事
的
に
も
絶
対
優
位
の
姿
勢
を
保
ち
得
た
の
は
当
然
で
あ

る
。
即
ち
宣
撫
処
資
使
張
俊
は
閥
州
時
代
の
後
期
、
三
干
の
親
兵
を

核
と
し
て
四
万
五
干
の
兵
力
を
直
轄
的
に
統
握
し
、
更
に
数
万
の
外

郭
部
隊
を
指
揮
す
る
所
の
一
大
軍
事
勢
力
を
川
蝉
方
画
に
造
成
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
所
が
此
の
四
万
五
千
の
兵
力
も
既
述
の
如
く
郡
博
の
時
代
に
は
三

万
に
減
損
し
て
い
た
。
従
っ
て
王
似
・
慮
法
原
時
代
に
差
引
一
万
五

千
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
干
は
既
に
張
渡
と
共

に
行
在
に
表
り
、
又
要
録
騰
八
・
紹
興
五
年
二
月
乙
酉
の
条
に

　
川
陳
宜
撫
副
使
魔
法
原
欝
。
「
已
選
鋭
兵
五
千
。
令
右
武
大
夫
開
州
団
練

　
使
劉
鋳
統
押
。
倹
審
知
解
曝
之
地
。
細
道
前
去
。
」
詔
。
将
兵
不
提
起
発
。

　
令
鋪
暮
雪
赴
行
在
。

と
あ
る
如
く
盧
豊
原
の
死
の
直
前
劉
鋳
に
率
い
ら
れ
た
五
千
の
兵
力
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が
行
在
に
去
っ
て
い
る
か
ら
合
計
八
千
は
東
南
方
面
に
消
え
た
こ
と

，
が
判
然
と
す
る
。
然
ら
ば
差
額
の
七
予
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ

は
呉
研
兵
力
の
検
討
に
よ
っ
て
始
め
て
解
決
さ
れ
る
。

　
呉
劫
の
兵
力
躍
増
の
経
過
が
最
も
簡
明
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
建

炎
以
来
朝
野
雑
記
（
以
後
鰯
．
野
雑
記
と
略
称
）
甲
集
世
一
・
「
関
外
軍
・
馬
…
銭
糧
数
」
の
項

湘
　
興
州
・
興
元
府
・
越
州
三
都
細
謹
兵
。
本
寺
端
・
世
塵
・
関
郷
原
塾
徒
。

　
関
西
部
曲
也
。
端
死
。
師
古
継
叛
。
・
其
部
曲
皆
為
玖
所
有
。
王
庶
・
愚
子

　
羽
継
在
営
元
。
招
召
流
散
。
粗
壁
軍
伍
。
子
朋
罷
。
動
井
将
之
。
其
後
盧

　
立
之
（
法
原
）
為
宣
翻
。
尚
有
兵
三
万
余
。
立
之
死
。
亦
為
醗
所
併
合
。

　
是
三
者
為
兵
共
七
万
人
。
云
云
。

と
見
え
る
記
事
で
あ
る
が
、
右
記
事
に
お
い
て
先
ず
問
題
と
な
る
の

は
憲
法
原
の
死
後
宣
撫
司
三
万
余
の
兵
を
併
せ
た
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
既
述
の
如
く
呉
疏
が
宜
撫
使
の
兵
を
併
せ
た
の
は
郡
博
解
任

時
で
あ
る
か
ら
、
普
通
な
ら
ば
盧
法
原
よ
り
も
む
し
ろ
郡
博
を
記
載

す
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
盧
前
原
の
死
後
と
記
載
し
て
い
る

と
す
れ
ば
勿
論
然
る
べ
き
理
由
が
あ
る
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ

る
が
、
果
し
て
要
録
八
八
・
紹
興
五
年
三
月
壬
午
の
条
に

　
　
馳
　
　
時
（
郡
）
薄
寓
居
健
為
祭
（
甲
州
）
。
故
就
甜
之
。
然
自
是
戦
守
事

　
（
呉
）
斡
始
専
行
。
薄
蓋
不
得
預
．

と
あ
る
如
く
既
に
郡
博
時
代
呉
瑚
は
宣
撫
司
兵
力
に
対
す
る
事
実
上

の
軍
事
権
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
盧
法
語
の
死
後
と
記
載
し

た
の
は
実
は
事
実
上
の
併
合
時
期
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ

す
れ
ば
他
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
見
る
の
は
別
に
不
自
然
な
解

釈
で
は
な
い
。
然
ら
ば
関
師
古
の
場
合
は
如
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う

に
、
彼
が
単
騎
斉
国
に
奔
っ
た
後
、
要
録
騰
・
紹
興
四
年
三
月
辛

亥
の
条
に

　
嚇
　
呉
凶
聞
（
関
）
師
古
叛
。
拝
堂
軍
鷹
下
。
厚
資
給
焉
。
由
是
幕
軍
益

　
以
精
強
。

と
あ
る
如
く
呉
瑚
は
直
ち
に
そ
の
軍
を
併
せ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実

上
の
併
合
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
か
ら
、
結
局
如
上
の
解

釈
は
こ
の
場
合
も
通
用
す
る
わ
け
で
あ
る
。
錫
師
古
は
二
万
余
の
兵

力
を
残
し
て
単
騎
斉
国
に
奔
り
、
然
も
真
蹟
は
直
ち
に
そ
の
軍
を
併

合
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
場
合
の
併
合
兵
力
は
大
体
二
万
前
後

で
あ
っ
た
と
見
て
大
過
な
い
。
即
ち
呉
琉
は
紹
興
四
年
三
月
に
二
万
、

紹
興
五
年
三
月
頃
欝
欝
の
兵
力
を
夫
々
事
実
上
併
合
し
て
計
七
万
の

大
兵
力
を
統
淫
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
残
額
の
二
一
は

呉
童
話
従
の
兵
、
事
端
・
劉
子
羽
の
兵
に
よ
っ
て
購
成
さ
れ
て
い
た
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こ
と
に
な
る
が
、
曲
端
の
死
は
紹
興
元
年
四
月
、
劉
子
羽
が
興
元
の

帥
を
罷
め
た
の
は
紹
興
三
年
二
月
で
あ
る
。
こ
れ
に
写
し
て
少
く
と

竜
義
士
兵
力
を
併
合
す
る
紹
興
三
年
二
月
以
前
呉
疏
の
兵
力
は
大
体

数
千
の
規
模
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
曲
学
の
遺
兵

も
そ
の
数
千
の
枠
内
に
含
ま
れ
て
い
た
と
見
て
よ
く
、
さ
す
れ
ば
二

万
の
う
ち
数
千
が
呉
勤
元
従
の
兵
及
び
曲
端
の
遺
兵
、
そ
う
し
て
一

万
余
が
劉
子
羽
の
興
元
の
兵
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
の

は
一
応
妥
当
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
所
で
此
の
心
元
の
兵
は
前
蔵
王

庶
に
よ
っ
て
召
集
せ
ら
れ
た
も
の
で
要
録
噸
炬
・
紹
興
八
年
五
月
丁

酉
条
の
御
史
中
風
常
同
の
言
中
に

　
阯
．
興
元
。
川
険
之
咽
腕
。
王
庶
為
事
。
積
三
瀬
稟
万
石
。
教
義
勇

　
　
（
義
士
）
六
万
人
。
正
兵
万
余
人
。
城
壁
一
新
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
義
士
及
び
正
兵
を
そ
の
構
成
要
素
と
し
た
が
、
要
録

墾六

E
紹
興
三
年
二
月
已
亥
の
条
に

　
嚇
　
初
饒
九
関
陥
。
　
（
劉
）
子
羽
与
呉
歎
謀
守
定
軍
山
。
軌
揮
之
遂
西
。

、
子
羽
亦
退
屯
三
里
県
。
従
兵
不
及
三
百
。
辮
．
子
羽
以
潭
毒
山
形
斗
抜
。

　
其
上
寛
平
有
水
。
臣
籍
壁
璽
。
凡
十
六
日
蒲
成
。
其
衆
絶
品
。
既
報
統
制

　
官
熟
議
（
灘
の
）
又
以
五
千
人
至
。
於
是
軍
勢
復
振
。

と
あ
る
如
く
薫
風
関
陥
落
後
は
一
時
消
滅
し
、
そ
の
後
再
び
劉
子
羽

の
下
に
集
っ
て
軍
勢
を
振
っ
た
。
不
便
な
山
塞
に
直
ち
に
集
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
晃
て
此
の
再
集
兵
力
が
劉
子
羽
に
軍
食
を
依
存
す
る
正

兵
を
主
と
し
た
こ
と
は
直
ち
に
諒
解
出
来
、
又
そ
の
兵
力
規
模
も
、

王
俊
の
五
千
が
特
記
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
王
庶
時
代
の
湿
田
カ
か
ら

見
て
大
体
七
・
八
字
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
要
録
腿
七
・
紹
興

四
年
三
月
辛
亥
朔
条
に

　
川
童
宣
撫
可
都
統
制
劇
震
敗
亡
於
仙
人
関
。
耕
。
斯
又
遣
（
楊
）
熱
意
統

　
領
官
田
晟
。
慮
鋭
兵
。
持
長
刀
大
斧
。
撃
其
左
右
。
附
。
耽
遣
統
制
官
王

　
俊
。
設
伏
河
池
。
据
其
帰
路
。
又
敗
之
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
仙
人
関
の
役
に
は
王
俊
も
、
又
同
じ
く
嘗
て
劉
子
羽
の

統
制
で
あ
っ
た
田
晟
も
、
共
に
呉
玲
の
門
下
に
属
し
て
活
躍
し
て
い

る
か
ら
、
少
く
と
も
此
の
役
以
前
に
そ
の
兵
力
は
呉
珊
に
併
合
さ
れ

て
い
た
筈
で
あ
る
。
所
が
要
録
附
六
・
紹
興
一
二
年
四
月
平
楽
条
に

　
阯
。
　
（
張
）
凌
遣
統
捌
官
王
俊
復
洋
州
・
蛍
光
府
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
此
の
時
に
は
直
接
張
竣
が
王
俊
に
命
令
を
下
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
劉
子
羽
か
ら
一
旦
張
渡
の
鷹
下
に
入
り
、

そ
の
後
仙
人
関
の
役
即
ち
紹
興
四
年
二
月
迄
の
間
に
呉
勤
に
併
合
さ

れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
然
も
統
制
と
し
て
直
接
張
竣
か
ら
軍
事

命
令
を
受
け
た
こ
と
は
、
そ
の
兵
力
が
当
然
難
波
の
直
轄
兵
力
た
る
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四
万
五
千
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
9
、
さ

す
れ
ば
又
王
似
時
代
の
四
万
二
千
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い
た
筈
で
あ

る
。
更
に
彼
等
が
や
が
て
呉
勤
に
所
属
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
兵
力

七
・
八
千
は
結
局
四
万
二
千
の
中
か
ら
失
わ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
即

ち
問
題
の
減
耗
兵
力
七
干
こ
そ
実
は
此
の
劉
子
羽
鷹
下
の
正
兵
兵
力

に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
少
く
と
も
紹
興
四
年

二
月
以
前
に
呉
劫
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
劉
子
羽
か
ら
張
渡
・

王
似
を
経
て
間
接
的
に
呉
玖
に
継
承
さ
れ
た
正
兵
兵
力
に
対
し
、
直

接
呉
勤
が
継
承
し
た
の
は
一
万
三
千
の
義
士
兵
力
で
あ
っ
た
。
そ
の

併
合
は
饒
風
関
の
役
以
前
で
あ
っ
た
が
間
も
な
く
同
関
陥
落
及
び
そ

の
後
の
混
乱
、
更
に
義
士
に
は
銭
糧
支
給
の
原
則
が
な
く
従
っ
て
そ

　
　
E
表
　
呉
験
・
文
臣
宣
撫
使
兵
力
消
長
褒

年

月

紹
興
．
三
年
二
月

紹
興
三
年
五
月

紹
興
三
年
六
月

紹
興
三
年
九
月

紹
興
四
年
二
月

紹
興
四
年
三
月

紹
興
五
年
二
月

紹
興
五
年
三
月

洋
品
兵
力

数
　
　
千

一
万
数
理
、

二
　
　
万

四
　
　
万

七
　
　
万

兵
力
構
成

呉
騎
・
鐘
鋳
の
器

楽
元
の
義
士

劉
子
羽
の
正
兵

三
筆
古
の
兵

葬
法
原
の
兵

王
臣
宣
撫

使
兵
力

四
万
五
千

三
万
七
千

四
万
二
千

三
万
五
千

三
方
五
チ

薫
　
　
万

　
　
　
　
　
れ
を
正
規
の
軍
籍
に
併
入
す
る
に
は
財
政
的
裏
付
け
を
必
要
と
し
た

　
　
　
　
　
等
の
こ
と
か
ら
見
て
、
勿
論
右
の
一
万
三
千
が
悉
く
正
規
軍
に
仕
入

　
　
　
　
　
さ
れ
た
筈
は
な
い
。
劉
子
羽
の
全
兵
力
が
一
万
余
で
あ
り
、
又
そ
の

　
　
　
　
　
う
ち
正
兵
兵
力
が
七
・
八
千
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
結
局
そ
の
差
額

　
　
　
　
　
の
五
・
六
千
が
義
士
兵
力
と
晃
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
如
上
の
事
情
に

　
　
　
　
　
徴
し
て
も
大
体
妥
当
な
定
数
で
は
、
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
勿

　
　
　
　
　
論
現
実
の
併
合
は
少
く
と
も
饒
風
面
の
役
以
後
に
行
わ
れ
た
筈
で
あ

　
　
　
　
　
る
か
ら
、
結
局
そ
れ
は
劉
子
羽
の
解
任
後
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
此

　
　
　
　
　
の
義
兵
に
関
す
る
限
り
朝
野
雑
記
は
正
確
な
事
実
上
の
併
合
期
を
伝

　
　
　
　
　
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
理
解
に
資
す
る
為
め
以
上
に
考
証
し
た
結

　
　
　
　
果
を
表
に
示
せ
ば
E
表
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
当
初
巨
大
な
軍
事
勢

　
　
　
　
　
　
力
を
誇
っ
た
宣
撫
処
醗
使
は
そ
の
蛭
藻
興
一
二
・
四
・
五
の
一
二
年

減
増
理
由
　
　
間
に
逐
次
そ
の
兵
力
を
減
損
せ
ら
れ
て
紹
興
五
年
の
盧
法
原
の

行
在
に
赴
骨

張
淡
よ
り
遣
還

二
二
に
移
管

行
在
に
赴
行

手
琉
に
移
管

死
後
は
鷹
司
地
の
綿
州
後
退
と
共
に
そ
の
丘
バ
カ
を
事
実
上
失
う

に
至
っ
た
。
所
が
こ
れ
に
対
し
当
初
は
徴
弱
な
宣
撫
処
…
歯
応
の

外
郭
兵
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
呉
助
は
同
じ
く
右
の
期
間
に
興
元

府
の
劉
子
羽
の
兵
、
階
州
の
関
師
古
の
丘
ハ
を
併
合
し
て
文
臣
宣

撫
使
の
兵
力
を
凌
駕
す
る
勢
と
な
り
、
遂
に
紹
興
五
年
綿
州
の

文
臣
宣
撫
使
の
兵
を
も
事
実
上
併
合
し
て
七
万
の
兵
力
を
擁
す
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る
大
武
将
に
迄
成
長
す
る
に
至
っ
た
。
然
も
要
録
墾
研
・
紹
興
九
年

七
月
壬
辰
条
に

　
断
　
以
行
動
右
書
軍
精
兵
八
万
余
人
。
三
万
人
分
守
関
野
。
五
万
人
分
守

　
陳
西
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
そ
の
巨
大
な
兵
力
の
規
模
は
呉
劫
の
死
に
至
る
迄
些
か

も
変
る
所
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

元
来
陳
西
は
精
鋭
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、
要
録
韓
・
紹
興
九

年
四
月
庚
午
条
の
高
宗
の
言
中
に

　
至
如
挾
西
五
器
。
勤
兵
良
将
所
出
。
他
時
当
用
腹
心
之
匝
可
也
。

と
あ
る
如
く
そ
の
伝
統
あ
る
勤
兵
・
良
将
は
時
の
南
宋
権
力
に
よ
っ

て
も
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
要
録
塾
ン
・
紹
興
九
年
九
月
甲

辰
条
の
周
章
の
言
に

　
陳
亟
諸
路
。
既
糞
婆
敷
師
熈
河
。
呉
燐
帥
秦
鳳
。
然
所
書
美
禰
。
皆
潮
路

　
忠
勇
之
士
。
飛
騨
教
習
巳
瞼
十
年
。
百
戦
之
余
。
意
向
無
敵
。
和
好
既
成
。

　
即
可
往
来
。
旧
国
旧
都
。
不
能
無
念
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
呉
琢
の
兵
こ
そ
は
正
に
そ
の
陳
西
の
精
鋭
に
他
な
ら
ず
、

然
も
そ
の
元
来
の
優
秀
な
丘
職
質
に
加
え
て
呉
珊
の
独
自
の
教
習
を
経
、

文
字
遡
り
百
戦
不
敗
の
戦
歴
を
誇
っ
て
い
た
。
そ
の
後
右
懸
軍
の
行

動
に
つ
い
て
要
録
灘
か
・
紹
興
十
年
閨
六
月
甲
申
条
に

　
籠
。
已
禰
（
田
）
晟
所
領
兵
将
有
旧
嘗
従
偽
表
。
望
風
驚
潰
。
惟
右
海
軍

　
曝

　
万
人
与
敵
購
戦
。
中
傷
死
敵
幾
什
一
。
然
無
一
人
遁
春
。
云
云
。

と
あ
る
の
は
正
に
右
の
事
実
を
実
戦
に
お
い
て
確
証
す
る
好
例
で
あ

る
。
つ
ま
り
呉
恥
の
七
・
八
万
に
及
ぶ
兵
力
は
そ
の
規
模
が
巨
大
で

あ
う
た
の
み
な
ら
ず
そ
の
質
芸
濃
極
め
て
優
秀
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

質
・
墨
共
に
懸
絶
し
た
如
上
の
兵
力
が
強
大
な
軍
事
力
を
支
え
る
根

幹
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
な
い
。
然
も
そ
れ
は
呉
琢
自
身
の

十
年
に
及
ぶ
育
成
に
負
う
所
大
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
呉
劫
は
如
何
に

し
て
如
上
の
精
鋭
を
育
成
し
か
。
そ
の
前
提
は
先
ず
軍
心
の
把
握
で

あ
っ
た
。
要
録
欝
七
・
紹
興
四
年
四
月
回
春
朔
条
に

　
阯
。
　
（
呉
）
曲
弾
不
為
威
儀
。
既
除
宣
撫
調
使
。
簡
易
如
故
。
常
負
手
弄

　
拙
。
与
軍
士
立
語
。
幕
客
諮
日
。
　
「
今
大
敵
不
遠
。
安
知
無
刺
客
。
万
一

　
或
有
意
外
。
剣
難
不
上
灘
朝
廷
委
任
之
意
。
下
孤
軍
民
之
望
哉
。
」
慰
謝

　
日
。
「
誠
如
君
言
。
然
醗
意
不
在
此
。
国
家
不
知
賛
之
不
肖
。
鎌
脚
宣
撫
。

　
琉
欲
不
出
。
恐
軍
民
之
間
。
冤
抑
請
無
告
者
。
為
門
萸
所
隔
。
無
由
自
選
。

　
験
所
以
斗
出
看
。
防
有
此
耳
。
」
幕
客
乃
服
。

と
あ
る
如
く
彼
が
宣
撫
調
使
と
な
っ
て
も
殊
更
威
儀
を
作
さ
ず
軍
士

と
立
語
し
て
下
情
を
探
知
し
て
い
る
こ
と
、
又
要
録
望
・
紹
興
七

年
七
月
癸
丑
の
条
に
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趾
．
時
軍
闘
見
糧
。
軌
頗
以
家
財
給
之
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
私
財
を
供
し
て
軍
の
乏
糧
を
補
っ
て
い
る
こ
と
等
は
共

に
彼
が
軍
心
掌
握
に
音
心
を
用
い
て
い
た
こ
と
を
確
証
す
る
も
の
で
あ

る
。
然
も
彼
は
如
上
の
軍
心
掌
握
と
同
時
に
徹
底
し
た
信
賞
必
罰
の

方
針
を
採
用
し
た
。
要
録
講
三
・
建
炎
四
年
三
月
一
一
条
に

　
喚
　
始
青
漢
嶺
二
六
。
．
（
呉
）
軌
牙
兵
皆
潰
。
及
是
貌
治
兵
秦
鳳
。
諸
国

　
六
†
復
山
山
無
肌
榴
酬
。
紘
桝
世
間
訊
再
ご
一
。
捜
索
非
門
二
者
五
六
人
。
’
斥
遣
之
。
余
悉
斬
岡

　
於
遠
亭
下
。
去
秦
州
十
里
。
軍
中
島
藻
。
尉
是
毎
戦
皆
効
死
。
無
復
潰
散

　
者
夷
。

と
あ
る
如
く
牙
軍
と
難
屯
軍
律
を
乱
し
て
潰
散
し
た
場
合
断
呼
た
る

処
分
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
を
確
証
す
る
。
勿
論
此
の
処
置
は

彼
が
嘗
て
所
属
し
た
改
訂
勢
力
に
対
す
る
政
治
的
意
図
に
出
た
も
の

で
あ
り
、
結
局
此
の
強
行
手
段
の
採
用
に
よ
っ
て
彼
の
方
針
が
曲
端

の
場
合
と
は
異
る
こ
と
を
全
軍
に
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ

は
と
も
か
く
と
し
て
も
彼
が
治
軍
の
始
め
に
此
の
僑
賞
必
罰
方
針
を

萌
ら
か
に
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
は
此
の
方
針
が

今
後
呉
玖
軍
の
基
本
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も

の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
更
に
又
彼
は
要
録
穂
九
・
紹
興
六
年
正

月
辛
巳
の
条
に
・

　
祉
。
（
張
）
漉
之
初
入
蜀
也
。
在
軍
中
山
。
紫
依
衙
嘗
興
野
券
。
有
職
黒
人
。

　
蔭

　
支
供
給
月
稿
。
隊
下
敢
敷
。
支
銭
米
。
其
余
兵
概
。
翔
依
軍
聡
慧
衣
糧
及

　
料
銭
。
及
貌
専
為
宣
撫
劇
使
。
始
鋼
立
格
例
。
隊
官
已
上
。
玉
野
官
支
駅

　
料
供
給
。
歌
才
有
官
人
。
以
武
芸
高
下
。
二
月
糧
。
又
添
支
絹
銭
。
敢
敷

、
諸
軍
。
依
軍
口
外
。
以
武
芸
高
下
。
添
支
銀
銭
。
蓋
以
為
激
勧
也
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
給
与
の
裏
付
け
を
以
て
す
る
明
確
な
能
力
中
心
主
義
を

そ
の
統
兵
方
針
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
然
も
此
の
給
与
体
系
が
全

く
彼
独
自
の
意
志
に
基
い
て
組
み
か
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
張
淡

時
代
の
そ
れ
に
比
し
て
面
慕
を
一
新
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要

で
あ
る
。
如
上
の
明
確
な
路
線
に
沿
っ
て
長
年
育
成
さ
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
兵
力
が
精
強
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
此
の

精
強
な
兵
力
を
把
握
し
た
呉
玲
の
軍
事
力
が
張
濃
の
軍
事
力
と
は
到

底
比
較
に
な
ら
ぬ
程
強
大
で
あ
っ
た
と
し
て
も
何
等
不
思
議
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
所
で
如
上
に
示
し
た
呉
劫
の
兵
力
育
成
の
方
針
の
基

本
を
な
す
も
の
は
い
う
迄
も
な
く
そ
れ
を
裏
付
け
る
銭
糧
の
確
保
で

あ
っ
た
。
つ
ま
妙
銭
糧
の
裏
付
け
な
く
し
て
如
上
の
方
針
は
有
り
得

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
．
従
っ
て
此
の
銭
糧
の
確
保
は
呉
劫
に
と
っ

て
極
め
て
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
。
　
一
方
文
臣
大
帥
に
と
っ
て
竜
勿

論
此
の
問
題
は
重
大
で
あ
っ
た
。
軍
事
力
の
掌
握
に
自
信
の
な
い
彼
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等
に
と
っ
て
そ
れ
こ
そ
は
軍
事
力
を
統
御
し
制
圧
す
る
殆
ん
ど
唯
一

と
竜
い
え
る
手
段
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
上
に

示
さ
れ
た
権
勢
の
交
替
過
程
に
如
何
に
現
れ
た
か
。
此
の
点
を
財
政

規
模
に
視
点
を
合
せ
て
次
に
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

三

　
南
宋
建
国
期
の
四
川
の
財
政
に
つ
い
て
要
録
喪
・
紹
興
七
年
五

月
壬
午
の
条
に
見
え
る
四
川
都
転
運
使
が
奏
上
し
た
長
文
の
報
告
は

極
め
て
重
要
な
内
容
を
竜
っ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
報
出
口
巾
に

　
駈
。
歳
収
銭
物
。
二
三
上
供
・
進
奉
・
士
貢
・
三
三
綱
・
坑
冶
・
課
三
等

　
壌

　
旧
名
冠
物
。
共
計
一
千
五
百
九
十
九
万
。
係
四
州
旧
額
所
管
歳
入
之
数
。

　
回
瀾
諭
激
賞
増
敷
役
銭
・
助
藩
論
毛
賀
・
免
支
移
米
騨
銭
・
秋
税
上
出
納

　
地
理
脚
銭
・
塩
酒
増
翠
蓋
沼
目
名
落
物
。
共
計
銭
二
千
六
十
八
万
。
係
軍

　
興
後
来
所
増
歳
入
数
。
隠
題
順
額
。
巳
増
過
倍
。
云
云
。

と
あ
っ
て
四
川
の
歳
入
数
が
見
え
て
い
る
。
即
ち
四
川
は
北
急
信
約

一
千
六
百
万
締
の
歳
入
額
が
あ
っ
た
が
軍
興
以
来
の
増
…
徴
分
が
既
に

二
千
万
繕
に
達
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
四
川
の
此
の

時
の
財
政
規
模
は
三
后
六
百
万
繕
で
あ
り
そ
の
内
訳
は
旧
額
が
干
六

百
万
総
、
増
徴
が
二
千
万
緕
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
要
録
に

見
え
る
四
川
都
濃
運
司
の
摘
下
・
歳
入
額
を
示
せ
ば
F
表
の
如
く
で

　
　
F
表
　
四
川
都
転
運
旬
（
総
領
）
歳
出
歳
入
袈
（
単
位
再
呈
）

俸
一
痙
歳
㌦
ト
今
一
巴
…
鵬
随
騨
卜
稗
縁
L

紹
興
騰
年

紹
興
五
年
㎜

紹
興
六
色

　
　
　
　
　

紹
興
七
三

N　I　　N
ハ　　IJ．tL：

六　 六四
七　〇二

三1：r．四三
N　　l　　l　　l

八二〇窯
二七六九
八六〇二

I　　N

J・1三：九

七五
〇五
霞
録
八
四

要
録
　
九
五

．
要
録
山
＝

閲
要
録
一
一
一

あ
る
。
表
を
一
見
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
こ
と
は
都
転
運
司
の
財
政
規

模
が
多
少
の
起
伏
が
あ
る
が
大
体
三
干
乃
至
四
干
万
絡
の
程
度
で
一

定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
体
如
上
の
規
模
が
此
の

時
期
に
お
い
て
配
転
運
司
の
…
徴
収
し
得
る
最
大
限
度
で
あ
っ
た
こ
と

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
所
が
此
の
財
政
規
模
に
対
し
て
呉
瑚
一
軍

が
紹
興
四
・
五
年
度
に
使
用
し
た
歳
額
は
雷
干
万
繕
前
後
で
あ
っ
て

そ
の
全
支
出
額
に
対
す
る
比
率
は
夫
々
六
割
で
あ
る
。
つ
ま
り
影
踏

は
既
に
此
の
紹
興
四
・
五
年
度
に
お
い
て
都
転
運
司
歳
額
の
過
半
を

消
費
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
然
も
呉
玖
一
軍
の
消
費
額
と
し
て
歳

支
の
中
に
兇
え
て
い
る
こ
と
は
少
く
と
も
毎
歳
畑
上
の
規
模
の
銭
糧

の
消
費
を
呉
琳
一
軍
・
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
い
い
換
え
れ
ば
覆

常
的
な
銭
糧
支
給
の
体
欄
が
呉
玖
軍
に
対
し
て
樹
立
せ
ら
れ
て
い
た
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こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
以
上
に
よ
っ
て
写
研
は
紹
興
四
・
五
年
頃

毎
歳
恒
常
的
に
筆
癖
薬
司
歳
金
額
の
六
割
門
に
達
す
る
巨
大
な
…
銭
糧
を

消
費
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
所

が
更
に
要
録
虐
・
紹
興
八
年
二
月
乙
亥
の
条
に
は

　
糧
　
右
正
言
李
六
二
。
蜀
都
五
十
四
郡
。
歳
贈
（
呉
）
薪
軍
近
四
千
万
絡
。

　
云
云
。

と
あ
っ
て
紹
興
八
年
頃
に
は
毎
歳
四
書
万
繕
に
近
い
銭
糧
を
消
費
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
四
干
万
繕
と
い
え
ば
都
志
田
司
総
財
計

の
十
割
或
は
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
即
ち
都
内
運
司
自
体
の
財
政
規
模

に
は
殆
ん
ど
変
化
は
な
い
が
、
呉
琉
一
軍
の
消
費
額
に
関
す
る
限
り

右
の
期
閲
に
驚
く
嘆
き
上
昇
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
で
紹
興

四
・
五
年
頃
の
呉
玖
の
正
規
に
認
め
ら
れ
た
兵
力
は
四
万
程
度
で
あ

り
、
紹
興
七
・
八
年
頃
の
兵
力
は
七
・
八
万
程
度
で
あ
る
。
四
万
の
兵

力
に
対
し
て
二
千
万
内
外
の
銭
糧
が
消
費
さ
れ
、
七
・
八
万
の
兵
力
に

対
し
て
四
干
万
弱
の
銭
糧
が
消
費
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
銭
糧
の

消
費
額
は
明
ら
か
に
兵
力
の
規
模
に
大
体
準
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

此
の
こ
と
は
文
臣
宣
撫
使
の
兵
力
と
対
比
し
て
見
て
も
大
体
諒
解
せ

ら
れ
る
。
つ
ま
り
都
転
運
司
の
如
上
の
知
計
は
結
局
現
実
に
は
呉
玖

軍
及
び
文
臣
宣
撫
使
の
養
兵
費
に
そ
の
殆
ん
ど
十
翻
が
消
費
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
り
、
文
字
、
通
り
至
心
銭
糧
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
兵
力
と
銭
糧
消
費
額
と
が
か
く
の
如
く
密
接
な
関
連
を
有

す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
少
く
と
も
文
臣
宣
撫
使
の
兵
力
が
正
式
に
呉

玖
に
移
管
さ
山
ル
み
κ
紹
↑
興
山
丁
年
に
は
、
都
転
子
司
漁
戚
郵
駅
腿
の
殆
ん
ど
十

割
は
事
実
上
呉
助
軍
に
よ
っ
て
消
費
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
さ
す

れ
ば
呉
劫
軍
の
都
転
…
運
司
財
計
内
に
お
け
る
消
費
額
が
劃
期
的
に
増

加
し
た
の
は
兵
力
の
正
式
移
管
が
決
定
さ
れ
た
紹
興
六
年
に
他
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
，
都
転
運
司
は
事
実
上
呉

玖
軍
専
門
の
銭
糧
調
達
機
関
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
呉
疏
の

側
か
ら
見
れ
ば
都
転
運
司
を
通
じ
て
四
川
四
路
か
ら
調
達
さ
れ
る
銭

糧
を
全
面
的
に
消
費
し
得
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
此
の
銭

糧
は
嘉
陵
江
の
水
運
を
通
じ
て
呉
劫
軍
の
下
に
輪
送
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
要
録
鯵
州
・
紹
興
六
年
十
一
月
戊
寅
条
に

　
封
嘉
陵
江
神
言
善
済
侯
。
江
。
虞
山
州
之
梁
泉
。
呼
量
・
利
・
闘
・
果
・

　
含
・
恭
。
亀
入
大
江
。
川
陳
竃
嫌
副
使
呉
騎
壽
。
正
係
餉
軍
漕
運
水
路
。

　
望
茄
封
爵
故
也
。

と
あ
る
如
く
呉
玖
の
意
志
に
よ
っ
て
同
職
に
封
爵
の
加
え
ら
れ
て
い

る
の
が
実
に
此
の
紹
興
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
要
録
鰭
臨
・
紹
興

六
年
八
月
癸
卯
条
蕉
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魏∫遽ξの1欄月［tこおける張淡と呉琉（ILI内）

　
鯵
朝
論
誓
言
。
（
趙
）
開
墾
（
呉
）
玖
・
（
席
）
益
不
可
共
事
。
云
云
。

　
嘔

と
あ
る
如
き
理
由
に
よ
っ
て
久
し
く
銭
糧
を
総
督
し
て
き
た
趙
開
が

都
転
運
司
の
職
を
罷
め
ら
れ
、
更
に
呉
玲
の
幕
客
陳
遠
鰍
が
同
書
・

同
巻
・
同
月
壬
子
の
条
に

　
籠
。
朝
廷
。
以
呉
斡
与
繭
紬
不
和
。
故
用
其
二
面
為
融
焉
。

　
舜

と
あ
る
如
き
理
由
を
以
て
四
川
転
運
副
使
に
進
出
し
て
い
る
こ
と
と

共
に
極
め
て
注
意
を
要
す
る
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
後
趙
開

に
代
っ
て
同
司
を
領
し
た
李
遼
も
要
録
捲
舟
・
紹
興
八
年
二
月
乙
亥

の
条
に

　
龍
図
閣
筆
学
土
穿
川
場
転
運
使
李
趨
罷
。
溝
川
陳
宣
撫
副
使
煙
霧
奏
也
。

　
糊
　
上
瓦
。
　
「
追
在
帥
府
。
験
熟
知
其
為
人
。
性
実
不
二
。
然
能
任
怨
。

　
乃
奉
公
吏
也
。
可
貸
与
宮
祠
。
」
云
云
。

と
あ
る
如
く
明
ら
か
に
糊
置
の
意
志
を
反
映
し
た
人
事
に
よ
っ
て
解

任
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
以
上
に
よ
っ
て
呉
玖
が
紹

興
六
年
以
後
都
転
運
使
の
巨
大
な
財
計
を
殆
ん
ど
全
額
消
費
し
た
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
慰
霊
の
把
握
に
つ
い
て
も
異
常
な
進
出
を
示
し
た

こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
此
の
時
期
呉
玖
と
併

為
せ
ら
れ
た
制
置
大
使
に
つ
い
て
見
る
に
、
要
録
聴
九
・
紹
興
六
年
、

三
月
丙
子
条
に

祉恥

@
（
席
）
益
未
至
成
都
。
道
奏
。
　
「
両
肩
去
秋
荒
鍬
。
乞
食
三
万
石
門

錘充
論
詰
。
」
詔
趙
開
。
感
応
雲
集
醗
一
軍
歳
計
糧
米
外
。
将
其
余
響
剃
米

魁
付
益
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
呉
勤
一
軍
に
応
副
し
た
残
余
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い

た
。
然
竜
此
の
時
既
に
呉
羅
一
軍
は
都
転
運
司
財
計
の
殆
ん
ど
十
割

を
消
費
し
て
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
は
都
転
運
司
に
関
す
る

限
り
、
懇
篤
大
使
の
消
費
し
得
る
銭
糧
の
規
模
は
全
く
問
題
に
な
ら

な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
F
表
に
掲
げ
た
巨
大
な
都
転
運
司
の
財
計
は
い
う
蓮
も
な
く
、
張

渡
の
覧
撫
処
置
使
時
代
に
そ
の
大
体
が
確
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
は
一
切
刷
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す

る
が
、
要
録
鶯
七
・
紹
興
四
年
四
月
庚
辰
同
条
の
王
似
の
需
に

　
川
漁
屯
駐
大
軍
。
費
用
浩
瀬
、
濃
司
書
入
。
止
充
常
賦
。
諸
司
銭
物
。
見

　
在
不
多
。
累
年
経
費
。
委
順
義
開
置
型
措
置
。
茶
塩
酒
息
之
類
。
通
計
約

　
二
千
万
貫
。
資
助
調
度
。
捜
革
宿
弊
。
増
広
課
息
。
於
罠
無
難
率
騒
擾
。

　
今
来
若
令
本
嘗
罷
任
。
謙
譲
即
正
当
肝
心
之
際
。
財
粥
急
関
．
全
籍
趙
開

　
措
画
応
辮
。
深
恐
別
蓋
宮
主
管
。
不
知
首
尾
。
庇
蔭
乖
方
。
窮
誤
瞭
養
大

　
軍
。
利
害
至
重
。

と
あ
り
、
又
同
条
前
段
に
見
え
る
趙
開
の
自
疏
中
に
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蹴
。
自
足
炎
三
年
雲
散
興
二
年
終
。
野
塩
整
腸
増
額
銭
。
試
訳
抵
擬
絶
戸

　
田
産
等
銭
。
共
収
一
千
五
百
三
十
五
万
余
勢
。
兼
随
軍
秦
州
。
底
副
過
陳

　
西
茶
駄
。
及
於
陳
書
創
行
印
造
銅
銭
引
。
紐
響
動
銭
八
百
三
十
四
万
余
貫
。

　
此
外
未
配
剣
立
名
目
。
科
抑
民
間
。
云
云
。

と
あ
る
の
は
共
に
右
の
事
実
を
裏
書
き
す
る
屯
の
で
あ
る
。
然
も
如

上
の
両
記
事
中
に
見
え
る
財
計
数
字
は
す
べ
て
純
然
た
る
増
徴
額
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
歳
額
千
六
百
万
絡
と
伝
え
ら
れ
る
旧

来
の
常
賦
は
当
然
右
の
外
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
要
録
講
四
・
紹
興
元
年
二
月
癸
酉
の
条
に

　
詔
張
凌
。
措
手
直
発
四
川
御
供
金
融
赴
行
在
。
自
置
宣
撫
司
、
而
上
供
悉

　
為
載
留
。
以
備
三
食
。
至
是
戸
部
以
将
行
大
礼
。
及
行
在
急
閾
為
書
。
故

　
有
意
命
。
然
川
陳
用
度
繁
。
戴
留
如
故
。

と
あ
り
、
更
に
又
同
書
騰
四
・
建
炎
四
年
の
条
に

　
蹴
。
至
是
宜
撫
養
歳
戴
陳
西
河
東
北
三
春
絹
綱
三
十
万
匹
。
令
制
輸
其
直

　
以
謄
軍
・
。
云
云
。

と
あ
る
如
’
く
旧
額
の
粟
忙
中
に
含
ま
れ
る
上
供
二
二
驚
愕
等
を
悉
く

戯
留
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
勿
論
宣
撫
処
鷺
使
に
よ
っ
て

掌
握
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
此
の
旧
来
の
常
夏
の
上
に
驚
く

べ
き
増
徴
を
敢
行
し
得
た
宣
撫
処
置
使
は
い
う
抱
も
な
く
臣
大
な
財

計
の
掌
握
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
強
大
な
財
政
権
力
の
保
持
麟
で
も

あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
所
が
此
の
宣
撫
処
置
使
の
巨
大
な
算
計
に
比

し
て
和
尚
原
時
代
の
呉
琉
は
要
録
繕
三
・
建
炎
四
年
十
一
月
の
条
に

　
叫
　
蒔
（
呉
）
動
在
（
和
尚
）
原
。
軍
食
不
継
。
鳳
翔
引
当
。
感
其
遺
恵
。

　
相
七
夜
負
楚
粟
輸
之
。
粉
黛
憐
其
遠
意
。
厚
賞
以
銀
鳥
。
重
臣
益
喜
。
敵

　
怒
。
騎
兵
伏
滑
南
。
遜
而
殺
之
。
底
面
保
伍
黙
坐
。
犯
皆
皆
死
。
生
民
益

　
蟹
禁
輸
之
。
数
年
然
挙
止
。

と
あ
る
如
く
彼
に
と
っ
て
は
最
屯
切
実
な
問
題
で
あ
る
筈
の
菊
月
の

欠
乏
す
ら
陳
西
鳳
翔
府
方
面
か
ら
の
輸
粟
に
よ
っ
て
解
決
せ
ね
ば
な

ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
要
録
聴
匁
・
紹
興
五
年
十
月
条
の

喩
汝
礪
の
雷
に

　
靴
。
央
所
謂
和
尚
原
者
。
鳳
之
東
境
。
距
窯
総
州
裁
両
駅
。
抵
鳳
翔
不
能

　
睡

　
百
里
。
我
若
屯
丘
ハ
其
闘
。
則
可
以
下
窺
秦
・
癖
。
禰
潜
函
・
洛
泥
路
。
未

　
絶
也
。
所
謂
仙
人
関
考
。
翼
之
菓
境
。
距
利
州
裁
七
駅
。
自
利
抵
剣
門
関
。

　
百
璽
蒲
磁
。
今
我
退
守
仙
人
関
。
則
蜀
之
険
要
。
所
失
過
半
。
云
旗
。

と
あ
る
如
く
和
尚
原
が
四
川
よ
り
も
む
し
ろ
阪
西
の
領
域
内
に
属
し
、

陳
西
と
は
連
絡
を
保
ち
得
て
も
四
川
と
の
連
絡
は
困
難
で
あ
る
と
い

う
地
理
的
な
条
件
と
共
に
、
要
録
讐
・
紹
興
二
駁
説
四
月
壬
子
の

条
に
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辮寒の四川における張波と呉琉（1工納）

　
初
。
陳
西
都
統
制
渦
輪
戎
河
池
県
。
望
都
統
綱
王
彦
成
一
州
。
二
品
皆
凱
。

　
而
利
麗
路
制
置
酒
兼
知
興
元
藩
王
庶
過
為
守
備
。
閉
石
門
仙
人
関
。
急
襲

　
斜
路
。
商
販
不
通
。
斡
・
彦
病
之
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
口
元
の
三
王
庶
に
よ
っ
て
商
販
の
路
が
塞
が
れ
、
現
実

に
蜀
貨
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
人
為
的
な
条
件
が
結
局
呉

玖
を
し
て
如
上
の
行
動
を
採
ら
し
め
る
に
至
っ
た
根
本
の
理
由
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
此
の
場
合
沈
子
が
遠
来
を
謝
し
て
鳳
翔

の
民
に
与
え
た
と
い
う
銀
吊
は
所
詮
張
竣
を
経
由
し
た
四
川
の
財
計

の
一
部
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
政
治
納
障
害
を

乗
砂
超
え
て
…
丁
々
齋
さ
れ
る
陳
西
の
糧
粟
が
量
的
に
巨
大
で
あ
り
得

た
筈
は
な
く
、
多
少
の
優
価
を
以
て
こ
れ
に
酬
い
た
と
し
て
も
そ
れ

が
為
め
に
費
消
さ
れ
た
類
は
未
だ
両
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て

よ
い
。
つ
ま
り
和
尚
原
時
代
の
呉
玖
は
か
く
の
如
く
微
燈
且
つ
不
安

定
な
馬
食
の
状
態
に
あ
り
、
志
津
そ
れ
は
陳
西
に
依
存
し
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
此
の
軍
食
の
状
態
に
見
て
も
此
の
当
時
の
呉
勤
の
財
計

が
未
だ
殆
ん
ど
問
題
と
す
る
に
足
ら
ぬ
貧
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
充
分
に
窺
い
得
る
。
当
時
数
千
と
い
わ
れ
た
呉
劫
の
微
弱
な
兵
力

は
多
分
に
此
の
貧
弱
な
歪
計
、
就
中
微
鍛
且
つ
不
安
定
な
軍
畑
事
情

に
よ
つ
て
規
制
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
既
述
の
如
く
紹
飼

四
年
に
は
既
に
呉
琉
は
巨
大
な
乾
乳
の
恒
常
的
消
費
者
と
し
て
登
場

し
て
い
る
。
勿
論
そ
の
軍
食
も
嘉
陵
江
を
通
じ
て
親
親
さ
れ
る
四
刈

内
郡
の
糧
米
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
当
然
呉
恥
の

財
計
は
此
の
紹
興
二
年
よ
り
四
年
に
至
る
間
に
一
大
変
化
を
遂
げ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
そ
れ
は
何
時
・
如
何
に
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
呉
蹟
が
現
実
に
そ
の
軍
食
を
四
三
に
依
存
し
始
め
た
の
は
要
録

謎五

E
紹
甜
興
二
年
六
日
μ
丙
申
の
条
に

　
宣
撫
処
置
使
張
峻
至
興
元
。
激
召
呉
薪
・
王
彦
議
菓
。
二
将
皆
年
紀
参
蟹

　
軍
逆
比
子
羽
守
二
元
。
琳
。
子
羽
至
興
野
。
通
商
輸
粟
。
二
鎮
遂
安
。

と
あ
る
如
く
彼
の
要
求
が
張
淡
に
容
れ
ら
れ
、
劉
子
羽
が
王
庶
に
代

っ
て
興
元
の
帥
と
な
っ
た
紹
興
二
年
六
月
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
値
し

此
の
場
合
薩
接
呉
劫
が
依
存
の
対
象
と
し
た
の
は
四
川
の
中
で
屯
最

も
北
方
辺
境
に
近
い
、
つ
ま
り
呉
玖
の
根
拠
地
に
近
接
す
る
興
広
島

の
蓄
積
で
あ
っ
た
。
興
元
府
は
漢
水
上
流
域
を
押
え
る
関
外
第
一
の

雄
郡
で
あ
っ
て
宣
撫
処
海
鼠
の
根
拠
地
た
る
閲
州
と
も
直
接
道
路
を

通
じ
、
特
に
陳
西
が
金
勢
力
に
失
陥
す
る
や
俄
然
四
川
防
循
の
前
線

根
拠
地
と
し
て
重
要
性
を
倍
加
す
る
に
至
っ
た
。
紹
興
元
年
三
月
興

州
よ
り
後
退
し
た
張
渡
が
一
挙
に
聞
州
迄
南
下
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
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閥
州
な
ら
ば
喜
陵
江
水
運
に
密
着
し
つ
つ
興
州
方
面
と
此
の
梅
元
府

方
面
と
を
同
時
に
抑
え
得
た
た
め
で
あ
り
、
，
以
て
張
渡
の
僻
論
府
に

対
す
る
深
い
関
心
の
程
度
を
窺
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
彼
は

闘
州
後
退
と
同
時
に
手
腕
家
の
王
庶
を
知
興
元
府
左
利
蔓
両
路
制
置

使
に
抜
擢
し
て
そ
の
経
営
に
当
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
も
そ
の

結
果
は
要
録
遜
膿
・
紹
興
元
年
一
二
月
の
条
に

　
阯
。
時
興
元
帥
肥
草
鮒
。
倉
塵
乏
絶
。
師
旅
脆
弱
。
（
王
）
庶
影
響
教
之
．

　
河
東
馬
面
潰
師
多
田
蔀
曲
。
往
往
来
帰
。
不
評
月
。
有
衆
二
万
。

と
あ
る
如
く
忽
ち
に
し
て
兵
力
が
集
積
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
要

録
誰
五
・
紹
興
二
年
閨
四
月
壬
子
条
に

　
蹴
。
始
（
王
）
庶
治
権
酷
船
飾
市
之
征
。
誰
其
灘
以
市
軍
儲
。
有
三
年
之

　
積
。
又
茶
亭
喉
数
百
。
達
於
秦
川
。
至
歳
終
。
膚
三
万
人
侯
．
歎
云
。

と
あ
る
如
く
財
政
も
急
速
に
充
足
せ
ら
れ
、
興
元
府
は
一
大
軍
事
都

心
と
し
て
面
目
を
一
新
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
張
淡
の
王
春
起
用
は

確
か
に
成
功
し
、
か
く
し
て
興
元
府
は
名
実
共
に
四
川
防
衛
の
前
線

基
地
と
し
て
の
貫
禄
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
実

は
此
の
豊
か
な
蓄
積
こ
そ
微
量
且
っ
不
安
定
な
面
食
の
状
態
に
悩
ん

で
い
た
呉
玖
の
第
一
に
着
目
す
る
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
呉
琢
は

か
く
し
て
興
元
正
の
蓄
積
に
着
目
し
た
が
、
そ
れ
を
現
実
に
利
用
し

得
る
為
め
に
は
結
局
劉
子
羽
の
時
代
迄
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、

劉
子
羽
は
終
始
一
貫
宣
撫
処
概
使
司
馬
賛
軍
事
の
職
に
あ
っ
て
張
淡

の
最
高
頭
脳
を
勤
め
た
人
物
で
亀
嵩
と
は
勿
論
深
い
因
縁
を
有
し
て

い
た
が
、
そ
も
そ
も
呉
琢
を
張
波
に
推
薦
し
た
の
は
此
の
塩
干
羽
で

あ
り
、
又
張
渡
が
閲
州
に
後
退
し
た
の
ち
も
一
人
河
池
に
留
っ
て
諸

将
を
督
励
し
て
い
た
こ
と
か
ら
呉
勤
と
も
又
特
別
の
間
柄
に
あ
っ
た

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
興
趣
の
帥
が
王
事
か
ら
劉
子
羽
に
交

替
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
呉
助
に
と
っ
て
は
興
元
府
の
蓄
積
を

利
用
し
得
る
こ
と
で
あ
り
、
擬
製
に
と
っ
て
は
一
段
と
此
の
方
面
に

支
配
力
を
浸
透
し
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
劉
子
羽
を
経
由

し
て
呉
羅
と
張
淡
と
が
現
実
に
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
を
竜
又
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
い
換
え
れ
ば
此
の
人
事
交
替
を
契
機
と
し

て
呉
劫
は
名
実
共
に
四
川
防
衛
の
戦
力
と
し
て
宣
撫
処
観
使
に
認
め

ら
れ
、
且
つ
そ
の
軍
食
を
四
川
か
ら
提
供
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
呉
玖
が
此
の
時
宣
撫
処
概
使
司
都
〆
高
の
職
を
兼

帯
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
実
に
如
上
の
変
化
が
職
名
の
上
に
具
現
さ
れ

た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
呉
玖
は
紹
興
二

年
六
月
以
後
そ
の
雨
止
を
四
川
の
辺
郡
た
る
興
元
府
の
蓄
積
に
依
存

す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
や
が
て
此
の
状
態
は
翌
年
二
月
以
後
急
変
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し
た
。
即
ち
饒
風
構
の
敗
戦
に
よ
っ
て
興
墨
壷
一
帯
は
金
軍
の
躁
絆

す
る
所
と
な
り
、
王
庶
以
来
の
蓄
積
は
瞬
時
に
し
て
失
わ
れ
、
嘗
て

の
雄
剣
竜
忽
ち
瓦
礫
の
巷
と
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
卑
吝
は
間
も
な

く
撒
退
し
た
け
れ
ど
も
一
旦
失
わ
れ
た
蓄
積
は
二
度
と
庚
ら
ず
、
現

嵐
し
た
荒
廃
状
態
は
新
た
な
蓄
積
を
園
難
に
し
た
。
勿
論
此
の
現
実

は
宣
撫
処
醒
使
張
淡
に
と
っ
て
も
深
刻
な
衝
撃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

蓄
積
に
軍
食
を
仰
い
で
い
た
呉
瑚
等
の
諸
軍
に
と
っ
て
は
一
層
切
実

な
問
題
で
あ
っ
た
。
要
録
騰
六
・
紹
興
三
年
四
月
辛
卯
の
条
に

　
是
田
。
金
人
去
興
元
。
贈
。
時
画
質
丘
ハ
革
。
軍
食
費
蝦
。
　
（
張
）
湊
命
取

　
壮
齢
内
郡
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
離
心
が
此
の
時
軍
食
問
題
解
決
の
手
段
と
し
て
盧
接
四

川
内
郡
に
耳
管
を
命
じ
て
い
る
の
は
如
上
の
現
実
に
徴
し
て
当
然
の

処
置
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
此
の
賜
暇
府
と
い
う
巨
大

な
中
継
基
地
の
潰
滅
に
よ
っ
て
宣
撫
処
鍛
使
は
直
接
北
方
辺
郡
に
迄

四
川
内
郡
の
糧
米
を
輸
送
せ
ざ
る
を
得
ず
、
一
方
呉
研
は
そ
の
軍
食

を
直
接
四
川
内
郡
か
ら
の
輸
送
に
仰
が
ざ
る
を
得
な
い
状
態
と
な
り
、

か
く
し
て
本
格
的
な
軍
糧
輸
送
要
綱
が
宣
撫
処
駅
使
の
当
商
の
急
務

と
な
妙
、
瞬
ハ
琢
は
そ
の
輪
送
体
制
を
通
じ
て
始
め
て
四
川
内
郡
と
財

政
的
に
直
結
す
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
、
然
も
此
の
竪
襟
闘

の
役
に
お
け
る
軍
事
的
失
敗
乃
至
呉
下
の
活
躍
は
宣
撫
処
置
使
を
し

て
改
め
て
呉
玲
兵
力
の
重
要
性
を
認
識
せ
し
め
る
の
に
充
分
な
条
件

を
提
供
し
た
。
更
に
此
の
重
大
な
時
期
に
そ
れ
迄
少
く
と
も
呉
助
に

対
し
て
は
絶
対
優
位
を
保
ち
続
け
た
張
淡
が
劉
子
羽
と
共
に
行
在
に

召
還
さ
れ
、
要
録
講
七
・
紹
興
四
年
正
月
戊
辰
の
条
に

　
自
記
凌
弼
還
。
而
川
隈
宣
撫
処
置
副
使
王
似
・
読
法
原
。
人
望
素
軽
。
頗

　
不
為
単
二
制
憲
斡
所
論
。
云
云
。
戸

と
あ
る
如
く
代
っ
て
使
司
を
領
し
た
王
台
・
麗
法
．
際
は
最
早
呉
玖
に

対
し
て
同
様
な
立
場
を
続
け
る
こ
と
が
園
難
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

如
上
の
軍
糧
輪
送
体
制
が
呉
疏
に
と
っ
て
頗
る
有
利
な
条
件
の
下
に

整
備
さ
れ
且
つ
運
営
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
果
し
て
呉
琢

は
紹
興
四
年
三
月
関
師
古
の
遺
兵
工
万
を
併
せ
劃
期
的
に
兵
力
を
増

強
し
た
。
然
も
潤
飾
の
錫
師
古
叛
去
の
記
事
に
明
ら
か
な
如
く
、
そ

れ
迄
そ
の
二
万
の
兵
力
に
対
し
て
宣
撫
処
置
使
に
よ
る
軍
糧
の
保
障

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
軍
糧
の
欠
乏
が
関
師
古
の
叛
去
を
促
す
最
大

の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
す
れ
ば
如
上
の
条
件
下
に
あ
る
二

三
の
兵
力
を
併
合
す
る
以
上
、
軍
糧
の
確
保
は
当
然
最
大
の
問
題
で

あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
呉
麟
は
何
等
た
め
ら
う
所
な
く
そ
の
兵

力
を
併
離
し
た
の
み
な
ら
ず
、
騎
に
銭
糧
を
優
卜
し
て
彼
等
を
慰
撫
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
審
実
は
呉
玖
が
既
に
四
州
内
郡
に

直
結
す
る
恒
常
的
取
糧
体
制
を
確
立
し
、
更
に
そ
の
体
綱
に
基
い
て

軍
糧
の
増
額
を
督
促
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
証
す
る
も
の

で
あ
る
。
長
大
且
つ
険
阻
な
道
程
に
よ
る
軍
糧
の
輸
送
が
困
難
で
あ

る
許
り
で
な
く
臣
額
の
経
費
を
要
す
る
こ
と
は
要
録
樋
ン
・
紹
興
六

年
一
日
月
立
†
西
同
条
の
侍
御
押
史
m
判
秘
の
嵩
一
戸
中
ヒ
溝

　
阯
。
今
漕
司
魔
所
導
者
。
惟
船
難
之
費
而
已
。
且
成
都
一
路
欝
之
。
自
水

　
運
至
軍
議
。
用
銭
四
貫
三
百
。
読
響
米
一
石
。
着
使
丁
戸
自
陸
路
搬
運
。

　
壷
井
石
所
用
。
三
倍
於
水
運
之
直
。
寄
値
農
暁
。
民
闘
雇
人
搬
運
。
劉
共

　
所
用
。
又
三
倍
於
税
戸
自
運
之
費
。
云
云
。

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
が
、
然
も
一
挙
に
二
万
人
の
軍
食

を
此
の
輸
送
路
に
よ
っ
て
増
輸
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
宣
撫
処
置
使
の
財
計
に
と
っ
て
如
何
に
深
刻
な
打
撃
で
あ
っ

た
か
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
結
局
此
の
増
額
は
行
わ

れ
、
そ
れ
が
F
表
に
見
え
る
紹
興
四
年
度
の
臣
大
な
呉
玖
一
軍
の
消

費
額
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
逆
元
府
の
潰
滅
に
よ
っ
て

始
め
て
四
川
内
郡
に
直
結
す
る
軍
糧
輸
送
体
綱
に
よ
る
機
会
を
得
た

呉
勤
は
、
そ
の
後
彼
に
鷹
さ
れ
た
絶
好
の
情
勢
を
見
事
・
に
掴
え
て
忽

ち
そ
の
輪
糧
体
制
に
基
く
飛
躍
蘭
な
増
額
に
成
功
し
、
紹
興
四
年
度

に
は
既
に
四
川
財
計
の
六
割
に
及
ぶ
二
千
万
繕
の
湾
費
者
と
し
て
登

場
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
四
川
財
政
の
基
本
で
あ
る
総
領
↓
急
転
運
使
の
愚
計
を
中
心

と
し
て
荒
馬
と
文
臣
大
鐘
と
の
財
政
力
の
推
移
を
検
討
し
て
来
た
が
、

要
約
す
れ
ば
次
の
如
「
く
で
あ
る
。
即
ち
当
初
宣
撫
処
置
使
張
淡
及
び

張
渡
最
頼
の
財
政
官
僚
で
あ
っ
た
趙
開
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
四
川
の

財
計
は
、
張
波
の
解
任
後
も
尚
そ
の
職
に
留
っ
た
趙
開
に
よ
っ
て
運
，

鴬
さ
れ
、
や
が
て
文
臣
宣
撫
司
の
廃
止
と
共
に
廻
転
堺
流
の
財
嚢
と

し
て
独
立
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
規
模
は
紹
興
四
年
以
後
三
干
乃

至
四
干
万
絡
に
達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
当
初
は
最

も
切
実
な
点
食
を
陳
西
方
面
か
ら
の
微
量
且
つ
不
安
定
な
輸
糧
に
仰

い
で
い
た
呉
琉
は
紹
興
二
年
始
め
て
四
川
の
辺
郡
た
る
腰
元
府
の
蓄

積
を
利
用
す
る
機
会
を
得
、
翌
年
同
地
域
の
潰
滅
に
伴
っ
て
直
接
四

川
内
郡
に
取
黙
す
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
宣
撫
処
置
使
の
人
事
交
替

に
よ
っ
て
油
糧
額
を
飛
躍
的
に
増
大
し
、
紹
興
四
年
に
は
既
に
四
川

財
計
の
六
割
を
消
費
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
の
後
も
消
費
額
は
激
増

し
、
紹
興
六
年
以
後
は
遂
に
そ
の
欝
欝
の
十
割
の
消
費
者
と
な
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
趙
開
・
李
迫
を
次
々
と
排
斥
し
つ
つ
都
転
呼
屋
に
腹

心
幕
客
を
送
っ
て
直
接
取
財
面
に
竜
支
配
の
手
を
伸
し
、
文
字
通
り
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四
川
の
財
政
に
お
け
る
最
大
の
実
権
者
に
迄
成
長
し
た
。
さ
す
れ
ば

前
章
に
筒
兄
ら
れ
た
軍
事
面
に
お
け
る
文
・
武
両
勢
力
の
交
替
過
程
は

此
の
財
政
面
に
お
い
て
も
又
再
現
さ
れ
、
か
く
し
て
文
臣
最
大
の
武

器
で
あ
っ
た
筈
の
財
政
力
も
遂
に
武
将
呉
玖
の
掌
中
に
消
え
去
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
既
に
軍
事
力
を
奪
わ
れ
、
更
に
又
財
政
力
を
奪
わ
れ

た
・
文
臣
大
輔
が
最
早
呉
助
の
前
に
何
等
の
権
威
も
…
ポ
し
得
な
か
っ
た

こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
要
録
望
・
紹
興
八
年
七
月
の
条
に

　
四
川
鯉
使
二
世
将
蓬
寧
府
。
遂
会
川
険
宣
達
才
（
幣
）
呉
琉
於
利

　
州
。
晦
　
異
時
宣
撫
副
使
皆
交
書
。
而
琉
起
行
仮
。
不
十
年
為
大
帥
。
故

　
不
肯
書
下
。
誠
意
不
通
。
及
国
領
曝
露
懐
与
語
。
貌
歓
甚
。
軍
人
凹
。

　
　
「
宿
見
胡
公
。
愚
母
暁
泰
。
使
我
．
憂
愚
母
然
。
」
云
云
。

と
あ
る
如
く
呉
疏
に
対
し
て
冷
込
将
が
大
い
に
姿
勢
を
低
く
し
て
応

対
し
て
い
る
の
も
、
如
上
の
現
実
に
見
れ
ば
又
当
然
の
こ
と
を
納
得

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

結
　
　
び

　
精
強
な
陳
西
の
兵
力
と
豊
富
な
四
川
の
財
力
と
は
明
ら
か
に
勢
力

培
養
の
根
源
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
右
巻
を
一
身
に
掌
握
し
、

且
つ
そ
の
掌
握
を
可
能
に
す
る
高
い
南
頭
と
異
例
の
大
権
と
を
付
与

さ
れ
た
宣
撫
酒
醤
使
は
、
　
一
方
急
速
に
王
朝
の
権
威
を
増
大
し
や
が

て
四
川
方
面
に
蓮
直
接
支
配
の
手
を
伸
そ
う
と
す
る
紹
興
初
期
の
南

宋
権
力
に
と
っ
て
最
早
許
容
し
難
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
剰
え
四

川
の
名
家
に
生
れ
、
車
絶
し
た
政
治
的
手
腕
を
も
つ
器
量
に
如
上
の

強
大
な
勢
力
の
把
握
を
認
め
る
こ
と
は
、
拾
屯
四
川
を
独
立
の
勢
力

と
し
て
認
め
る
こ
と
に
等
し
か
っ
た
。
さ
す
れ
ば
此
の
時
期
の
南
宋

権
力
が
い
ち
軍
・
く
一
旦
撫
処
…
置
使
の
抹
殺
を
図
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ

た
。
し
か
し
一
方
に
恐
る
べ
き
金
勢
力
が
あ
り
、
た
と
え
陳
西
は
放

棄
し
得
て
も
四
川
を
放
棄
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
南

宋
権
力
に
と
っ
て
、
如
何
に
問
題
が
あ
ろ
う
と
も
直
ち
に
そ
の
強
大

な
勢
力
を
抹
消
し
去
る
こ
と
は
危
険
で
あ
っ
た
。
宣
撫
処
榿
使
の
掌

握
し
た
兵
・
財
・
民
の
三
権
は
結
局
そ
め
後
夫
々
独
立
の
使
司
に
分

掌
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
問
に
若
干
の
経
過
措
置
が
採
ら
れ
た
の
は
右

の
情
勢
に
応
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
所
が
此
の
南
宋
権
力
に
よ
る
宣

撫
処
鷺
使
対
策
が
武
将
呉
琉
の
拾
頭
に
極
め
て
有
利
な
情
勢
を
提
供

し
た
。
陳
爾
浬
原
路
の
伝
統
あ
る
将
家
に
生
れ
、
天
才
的
な
軍
事
能

力
を
も
ち
な
が
ら
も
尚
且
つ
紹
興
初
期
に
は
未
だ
陳
西
に
軍
袴
を
依

存
す
る
微
弱
な
勢
力
に
過
ぎ
な
か
っ
た
南
至
が
、
そ
の
兵
力
を
急
増

し
且
つ
養
兵
財
源
を
直
接
四
川
内
郡
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
饒
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風
闘
の
役
後
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
如
上
の
宣
撫
処
概
使

対
策
が
行
わ
れ
た
期
聞
に
相
当
し
、
然
も
そ
の
間
呉
珊
の
職
格
・
職

権
は
昇
増
さ
れ
た
。
そ
れ
は
勿
論
防
衛
戦
力
と
し
て
、
呉
瑚
が
既
に

得
て
い
た
実
力
を
合
壁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な

南
宋
権
力
の
態
度
は
明
ら
か
に
禽
獣
の
権
勢
増
大
を
助
長
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
果
し
て
呉
疏
は
忽
ち
宣
撫
処
概
使
の
兵
力
を
併
合
し
、

独
自
の
方
針
に
よ
っ
て
そ
れ
を
精
強
な
部
隊
に
育
成
し
た
の
み
な
ら

ず
、
軍
事
力
育
成
の
基
本
で
あ
る
養
兵
財
源
の
把
握
に
力
を
注
ぎ
、

や
が
て
都
転
運
使
吉
開
す
ら
為
し
得
な
か
っ
た
幽
艶
書
面
の
根
揺
に

成
功
し
た
。
つ
ま
り
嘗
て
宣
撫
処
置
使
が
そ
の
勢
力
の
根
幹
と
し
た

陳
西
の
精
鋭
と
四
川
の
財
源
と
は
一
段
と
強
力
な
形
で
再
び
呉
劾
に

よ
っ
て
丁
身
に
掌
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
宣
撫
処
匿
使
の
強
大
な
勢

力
は
南
宋
権
力
に
よ
っ
て
危
険
視
さ
れ
徹
底
的
に
解
体
さ
れ
た
。
所

が
そ
の
解
体
の
過
程
に
お
い
て
成
長
し
た
呉
恥
勢
力
は
そ
の
基
本
構

成
を
宣
撫
処
麗
使
の
そ
れ
と
同
じ
く
し
、
更
に
一
段
と
強
力
な
も
の

で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
南
宋
権
力
は
そ
れ
を
合
潔
し
、
む
し
ろ
そ

の
勢
力
右
書
を
助
長
さ
え
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
体
如
何
な
る
こ
と

か
。
実
は
こ
れ
こ
そ
南
宋
権
力
の
対
四
川
政
策
に
お
け
る
基
本
的
な

矛
盾
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
四
川
総

領
所
設
備
問
題
と
連
関
し
て
後
日
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
（
本
稿
は
昭
和
三
十
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
報
告
の
一

　
部
で
あ
る
）
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　Then　he　set　his　logic　by　which　he　could　criticise　or　regulate　even

the　Emperor’s　acts．　Though　the　1〈oleugaleu　scholars　led　by　him　with

his　logic　cannot　be　thought　to　have　joined　the　movement　to　the　Meiii

Restoration　as　a　reformation　of　body　polltic，　his　cooperation　for　tl）e

Mei］’i　government　means　their　subjection　to　the　God’s　acts　after　all，

and　it　is　natural　that　they　sloughed　off　the　new　current，　the　time

the　ne’w　government　conquered　the　feudal　systern．

Shamanism　in　the　Six　Dynasties　Period

　　　　　　　　by

Hisayuki　Miyagawa

　　By　examining　some　examples　of　shac　manism　in　the　Six　Dynasties

period　in　China，　this　article　studies　its　inexorft．　ble　survival，　the　intro－

duction　of　Buddhism，　and　the　intercourse　between　shamanisxn　and

Taoism，　semiworld－wide　religion　which　was　generated　within　the

Chlnese　society，　outlining　the　formation　of　the　Taoistic　culture　to　the

modern　ag’e　by　the　connection　of　those　religious　cultures．

ChaM9－chz：fn　張濃　and　wu－chien　呉跡　in　SZtZ－ch‘uan　四Jii

　　　　　　　　　　　　　　of　Nan－sung南宋Dynasty

　　　　　　　　　　　　on　process　of　their　shift　of　power

　　　　　　　　by

Masahiro　Yamauchl

　　Chan9冨chii7z張俊，　who　was跳磁π吻一61z‘u－chih－shih宣撫処置使and　was

authorized　with　the　power　equal　to　a　sovereign　by　the　Nan－sun8’南宋

dynasty，　established　the　base　in　Lang－chozs　waY・［S　of　Stu－ch‘uan－she”ng

四川省after　1131　A．　D．，　and　defended　against　Chin金army　by　the

power　which　consisted　of　the　so－called　strongest　soldiers　in　Shen－si－

s層πg陳西省and　the　abundant　property　inε宮髭一ch‘ttan四川．　As　this

Chang－c乃伽g’s　power　was　an　obstacle　to　the　Nan－sung　dynasty　which

had　tried　to　rule　SxtVt－ch‘uan－she“ng　under　direct　control，　the　Nan－sung

ac　drninistrac　tion，’　ftom　’33，　to　’36，　divided　the　rights　of　military，　fina－

ncial，　and　civilcontrol　with　which　llsiian－ftt－ch‘ii－chih－shih　was　endowed

into　indepeBdent　institutions　of跳磁η伽一shih宣撫使，　Tu－clzuan－ptun－s愚

論転運司，and　O励一ch‘τ4－s編制『置司each．　On　the　other　hand，既4－chieh
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呉琉who　was　an　o蒲cer　of（）h．ang－o溜π’s　command　with歌weak　power．．’

in　’31，　between　’33　and　’36，　grew　to　grasp　the　military　and　fina．　ncial

power　which　Chang－clutn　had　in　’39　to　hold　eighty　thousand　soldiers’

and　forty憩illion　min絡l　revenue　a　year；this　rapid　development　was．．

due　not　only　to　his　personal　talent，　but　to　the　readjustment　policy　by’

the　Nan－sung　dymasty．

　　　　　　　　　　　　　　Peacock’s　Standpoint

religious　controversy　in　the　rniddle　of　the鉦teenth　ce厩ury

　　　　　　　　　by

Michikazu　Matsuura

　　This　article　explains　the　then　expression　of　social　discontent　and　a

corresponding　trend　of　the　ruling　class，　through　the　re1圭gious、．　contro－

v6rsy　in　She　middle　fifteenth　century，　by　taking　the　concrete　aspects、

of　the　Lollards　movement　in　the　so－called‘‘underground孤ovement”

period，　explaini貸g　how　their　teaching　appealed宅。　common　people，　and

examining　the　Peacock’s　oblection　from　analysis　of　his　book‘‘Not£σ

over－condemn　the　priests．”

　　Peacock　stood　against　the　Lollards　teaching　as　a　spokesman　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
Lancaster　administration，　the　then　ruling　class，　and　he　could　no　longer．

criticise　it　from　the　traditional　catholic　standpoint，　having　no　choice

but　to　persuade　the　Lollards　sect　by　making　his　own　thesis‘judge一

瓢ent　of　reason’and‘1aw　of　nature’sperior　to　the　Bible，　by　which　he

had　to　be　t「ied　as　a　he「etic’

　　His　tragedy　reflected　the　dif丑culties　of　the　then　society，　of　which、

he　was　a　victi狙．
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